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は
じ
め
に

『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
平
安
後
期
に
成
立
し
た
史
料
で
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
主

要
な
年
中
行
事
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
種
の
史
料
逸
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
含

め
、
そ
の
重
要
性
に
関
し
て
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で(

１
）
、
成
立
事
情
や
そ
の
後
の

利
用
・
加
筆
の
諸
過
程
を
め
ぐ
っ
て
各
種
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
史

料
性
に
関
し
て
は
、
十
分
な
検
討
が
進
ん
で
い
な
い
。

そ
う
し
た
現
状
の
一
因
に
は
、
古
写
本
を
対
象
と
し
た
調
査
の
不
足
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
原
本
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
も
ふ
ま
え
、
本
史
料
の
生
成
過
程
に
関
す
る
検

討
成
果
を
提
示
す
る
。
具
体
的
に
は
、
（
一
）
近
世
に
中
原
師
貫
か
ら
前
田
家
へ
売
却
さ
れ

た
中
原
家
本
（
尊
経
閣
文
庫
）
、
（
二
）
藤
原
長
光
（
一
四
世
期
）
の
本
奥
書
を
持
つ
葉
室

家
本
（
彰
考
館
文
庫
）
、
（
三
）
卜
部
兼
右
（
一
六
世
期
）
の
識
語
を
持
つ
卜
部
家
本
（
大

東
急
記
念
文
庫
）
、
（
四
）
大
正
期
ま
で
広
橋
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
広
橋
家
本
（
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
）
と
い
う
四
種
の
古
写
本(

２
）
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
情
報
や

関
連
情
報
の
分
析
結
果
を
述
べ
る
（
図
：
写
本
系
統
）
。

第
一
章 

先
行
研
究

第
一
節 

成
立
時
期
・
作
成
主
体

本
史
料
の
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
は
近
世
に
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
山

本 

一
九
七
三
で
整
理
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
も
、
戦
前
か
ら
い
く
つ
の
説
が
提

起
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
桜
井 

一
九
三
一
は
所
載
情
報
が
「
平
安
季
世
ま
で
の
例
だ
け

し
か
見
え
て
居
ら
ぬ
」
こ
と
か
ら
、
成
立
時
期
を
「
鎌
倉
初
世
」
と
想
定
し
、
こ
の
見
解

を
受
け
た
ら
し
い
井
上 

一
九
五
六
・
岩
橋 

一
九
六
〇
も
含
め
、
初
期
の
研
究
で
は
お
お
ま

か
に
鎌
倉
初
期
の
成
立
と
す
る
見
解
が
一
般
的
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宮
内
庁
書
陵
部 

論　
　

文
古
写
本
か
ら
見
た
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
史
料
性

 

―
原
本
調
査
の
成
果
を
中
心
と
し
て
―

渡　
　

辺　
　
　
　
　

滋
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一
九
五
一
は
「
引
載
し
た
事
例
の
中
に
建
久
年
間
に
及
ぶ
も
の
が
あ
」
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

葉
室
家
本
奥
書
に
永
仁
年
間
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
点
も
踏
ま
え
、
そ
の
間

の
成
立
と
推
定
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
文
に
掲
載
さ
れ
る
情
報
の
み
か
ら
成
立
年
代

を
想
定
す
る
手
法
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
点
で
奥
書
情
報
に
ま
で
視
野
を
広
げ
た
分
析
が

登
場
し
た
こ
と
は
重
視
さ
れ
よ
う
。

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
関
連
史
料
を
め
ぐ
る
調
査
成
果
の
蓄
積
も
あ
っ
て
研
究
は
精

緻
さ
を
増
し
、
作
者
や
よ
り
厳
密
な
成
立
年
代
を
示
す
論
者
も
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
作

者
を
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
～
一
一
一
一
）
、
成
立
時
期
を
『
江
家
次
第
』
（
一
二
世
紀

初
頭
）
以
降
と
想
定
す
る
山
本 
一
九
七
三
は
、
そ
の
先
懸
で
あ
る
。
つ
づ
く
所 

一
九
八
四

Ａ
は
、
作
者
を
中
原
師
遠
（
一
〇
七
〇
～
一
一
三
〇
）
と
し
、
成
立
時
期
を
保
安
元
年

（
一
一
二
〇
）
以
前
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
は
作
者
を

大
江
匡
房
と
し
、
五
味 

二
〇
〇
三
Ａ
・
遠
藤
基
郎 

二
〇
一
〇
も
西
本
の
結
論
を
大
枠
で
継

承
し
た
（
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
成
立
時
期
を
一
二
世
紀
初
頭
頃
と
推
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
）
。
こ
の
ほ
か
遠
藤
珠
紀 

二
〇
〇
四
も
、
独
自
の
分
析
か
ら
本
書
が
一
二
世
紀
末
に
編

纂
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る
（
諸
説
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
吉
岡 

二
〇
一
三
の
整
理

を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

と
こ
ろ
で
、
写
本
相
互
の
関
係
性
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
転
写
の
過
程
で
失
わ
れ
る
各

種
記
載
の
重
層
関
係
も
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
史
料
の
場
合
、
一
般
的
な
史
料
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
レ
ベ
ル
で
、
利
用
の
過
程
に
お
い
て
記
載
内
容
の
加
筆
・
削
除
が
盛
ん
に
行

わ
れ
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
点

に
関
す
る
分
析
は
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
。

一
般
的
な
写
本
の
宿
命
と
し
て
、
た
と
え
ば
加
筆
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
の
写
本
へ

転
写
さ
れ
た
時
点
で
重
層
構
造
は
す
べ
て
失
わ
れ
、
同
一
の
平
面
上
に
付
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
吉
岡 

二
〇
〇
九
・
同 

二
〇
一
三
）
。
削
除
情
報
の
有
無
は
さ
ら
に
判
断
が
難
し
く
、

厳
密
に
は
一
つ
古
い
世
代
の
写
本
が
現
存
し
な
い
限
り
、
削
除
の
有
無
・
程
度
の
解
明
は
困

難
で
あ
る
。
そ
う
し
た
特
性
を
踏
ま
え
る
と
、
関
連
分
析
が
十
分
で
は
な
い
先
行
研
究
の
結

論
は
、
現
時
点
で
は
仮
説
の
域
を
出
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
も
十
分
な
検
討

は
行
え
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
現
存
諸
写
本
の
成
立
過
程
や
相
互
関
係
を
さ
ら
に
綿
密
に
分

析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
説
得
力
を
帯
び
た
結
論
の
提
示
が
期
待
さ
れ
る
。

第
二
節 

古
写
本
の
性
格

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
史
料
を
め
ぐ
る
考
察
を
本
格
化
す
る
た
め
に
は
、
現
存
す
る

諸
写
本
の
性
格
（
成
立
背
景
・
利
用
の
具
体
相
な
ど
）
を
対
象
と
し
た
分
析
を
、
よ
り
深
め

る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
ま
ず
は
本
論
に
入
る
前
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
の
成

果
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

初
期
の
関
連
研
究
に
お
い
て
は
、
諸
写
本
間
の
内
容
・
性
格
の
違
い
ま
で
検
討
し
た
成
果

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
と
え
ば
桜
井 

一
九
三
一
は
、
写
本
の
所
在
を
列
挙
す
る
に
止
ま
り
、

個
々
の
写
本
の
性
格
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
育
徳
財
団 

一
九
三
一
は
中
原
家
本
の

み
を
対
象
と
し
た
成
果
の
提
示
に
終
始
し
、
岩
橋 

一
九
六
〇
は
葉
室
家
本
の
系
統
に
属
す

る
写
本
に
の
み
言
及
す
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
複
数
系
統
本
の
差
異
に
注
目
し
た
紹
介
も
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
た
と
え
ば
宮
内
庁
書
陵
部 

一
九
五
一
は
、
現
存
諸
写
本
の
多
く
が
葉
室
家
本
の

転
写
本
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
異
系
統
本
と
し
て
「
前
田
家
所
蔵
の
同
じ
く
年
中
行

事
秘
抄
と
題
す
る
一
本
」
（
中
原
家
本
）
の
存
在
を
紹
介
す
る
。
ま
た
井
上 

一
九
五
六
は
、

葉
室
家
本
を
中
心
に
紹
介
し
つ
つ
も
、
中
原
家
本
に
は
前
者
に
見
え
な
い
「
追
記
も
少
々
あ

る
」
と
付
言
す
る
。
ま
た
飯
田 

一
九
六
一
は
、
葉
室
家
本
系
の
写
本
と
中
原
家
本
を
比
較

す
る
と
「
内
容
に
は
か
な
り
異
同
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
論
者

も
、
両
写
本
の
具
体
的
な
差
異
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
山
本 

一
九
七
八
で
あ
る
。
こ
こ

で
本
文
・
奥
書
な
ど
の
網
羅
的
な
比
較
を
通
じ
、
諸
写
本
の
多
く
が
中
原
家
本
・
葉
室
家
本

の
い
ず
れ
か
を
祖
本
と
す
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
別
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
、

よ
う
や
く
関
連
研
究
を
本
格
的
に
進
め
る
基
礎
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
写
本
（
一
）
・

（
二
）
の
主
要
部
分
を
翻
刻
・
比
較
し
た
山
本 

一
九
八
〇
を
は
じ
め
、
（
一
）
の
詳
細
な

書
誌
検
討
を
行
っ
た
吉
岡 

二
〇
一
三
も
登
場
す
る
な
ど
、
と
く
に
（
一
）
を
め
ぐ
っ
て
は

研
究
蓄
積
が
進
む
。

な
お
、
（
一)

・(

二
）
の
相
互
関
係
に
関
し
て
は
、
多
く
の
論
者
が
中
原
家
内
の
異
な
る

流
派
で
利
用
さ
れ
た
写
本
と
推
定
し
て
は
い
る
が
、
検
討
す
べ
き
情
報
量
の
膨
大
さ
も
あ
っ

て
本
格
的
な
結
論
を
提
示
し
て
い
る
論
文
は
少
数
に
止
ま
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
所 

一
九
八
四
Ａ
が
、
中
原
師
高
・
師
世
ら
の
書
写
加
筆
本
の
系
譜
を
引
く
の
が
中
原
家
本
で
、

中
原
師
尚
・
師
光
ら
の
書
写
加
筆
本
の
系
譜
を
引
く
の
が
葉
室
家
本
と
想
定
し
て
い
る
。
ま
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た
遠
藤
基
郎 

二
〇
一
〇
が
、
後
に
途
絶
え
て
し
ま
う
中
原
師
安
流
と
い
う
や
や
特
殊
な
門

流
の
テ
キ
ス
ト
を
書
写
し
た
の
が
中
原
家
本
で
、
家
嫡
流
で
あ
る
師
元
・
師
尚
流
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
伝
わ
っ
た
中
原
氏
流
の
中
で
も
格
が
高
い
情
報
を
書
写
し
た
も
の
が
葉
室
家
本
で

あ
る
と
想
定
す
る
。

こ
う
し
た
旧
知
の
諸
写
本
だ
け
で
な
く
、
近
年
で
は
、
た
と
え
ば
（
三
）
大
東
急
記
念
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
る
卜
部
家
本
に
つ
い
て
、
中
原
家
本
の
親
本
に
近
い
鎌
倉
初
期
の
写
本
で
は

な
い
か
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
・
小
川 

二
〇
二
三
）
。
ま

た
（
四
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
広
橋
本
に
つ
い
て
も
、
中
世
前
期
に
遡
る

古
本
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
渡
辺 

二
〇
〇
九
Ａ
）
。
た
だ
し
い
ず
れ
の
分

析
も
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
結
論
を
支
え
る
に
は
不
足
し
て
お
り
、
追
加
検
討
の
必
要
性
は
否

め
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
け
る
古
写
本
を
め
ぐ
る
検
討
は
、
（
一
）
を
除
く
と
不

十
分
な
域
に
止
ま
っ
て
お
り
、
関
連
研
究
を
進
め
る
う
え
で
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い

る
。
以
下
、
本
稿
で
提
示
す
る
検
討
成
果
は
、
こ
れ
を
先
行
研
究
の
驥
尾
に
付
す
こ
と
で
、

現
状
改
善
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
章 

古
写
本
を
め
ぐ
る
検
討

第
一
節 

中
原
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
尊
経
閣
文
庫
）

【
成
立
】

現
存
す
る
本
写
本
そ
の
も
の
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
奥
書
に
記
さ
れ
た
複
数
段
階
の
う

ち
、
ど
の
段
階
で
書
写
さ
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
見
解
が
分
か
れ
る
。

た
と
え
ば
育
徳
財
団 

一
九
三
一
・
飯
田 

一
九
六
一
は
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
か
ら
そ

れ
ほ
ど
間
を
置
か
な
い
時
期
の
写
と
推
定
し
て
い
る
。
一
方
、
所 

一
九
八
四
Ａ
は
、
書
写

時
期
を
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
以
降
と
想
定
す
る
。
こ
の
う
ち
育
徳
財
団 

一
九
三
一
の

理
解
は
無
理
が
否
め
ず
、
後
者
の
見
解
に
依
る
べ
き
だ
ろ
う
。

本
写
本
の
記
載
内
容
は
、
奥
書
（
後
掲
）
に
よ
れ
ば
、
中
原
師
遠
・
師
元
の
親
子
が
集
積

し
た
情
報
を
前
提
と
し
て
、
同
族
の
師
行
・
師
高
・
師
世
な
ど
の
加
筆
な
ど
が
重
層
的
に
加

え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
膨
大
な
奥
書
情
報
に
よ
れ
ば
、
利
用
の
過
程
で

こ
れ
ら
以
外
の
多
方
面
か
ら
得
ら
れ
た
関
連
情
報
も
吸
収
し
て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
奥
書
記
載
を
め
ぐ
る
論
点
に
関
し
て
は
、
【
考
察
】
に
お
け
る
検
討
も
参
照
。

【
伝
来
】

本
写
本
は
、
奥
書
に
よ
れ
ば
、
早
い
段
階
で
中
原
師
遠
―
師
元
の
直
系
の
子
孫
の
元
か
ら

離
れ
た
写
本
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
家
で
書
写
・
利
用
さ
れ
て
い
た
の

か
、
ま
た
ど
う
い
っ
た
経
緯
を
経
て
再
度
中
原
家
の
所
蔵
に
帰
し
た
の
か
な
ど
に
関
し
て
は
、

解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
写
本
の
書
写
主
体
（
成
立
圏
・
利
用
圏
）
に
関
し
て
は
、
各
段
階

で
付
さ
れ
た
加
筆
情
報
を
も
う
少
し
明
確
に
分
別
す
る
こ
と
で
、
今
後
、
あ
る
程
度
は
想
定

で
き
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

な
お
本
写
本
の
表
紙
見
返
し
に
「
～
□
証
也
。
不
可
出
□

〔
閫
カ
〕外
／
～
□
勘
加
之
」
と
い
う
注

記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
本
写
本
の
所
蔵
主
体
で
は
、
本
写

本
は
一
定
の
機
密
性
を
以
て
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
葉
室
家
本
の
奥
書
に
見
え

る
「
不
レ
可
レ
出
二
困〔
閫
〕外

」
な
ど
の
記
載
も
ふ
ま
え
る
と
、
一
般
に
中
世
社
会
に
お
い
て
『
年

中
行
事
秘
抄
』
は
秘
書
と
見
な
さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。

と
こ
ろ
が
、
本
写
本
は
近
世
中
期
ま
で
に
中
原
家
の
所
蔵
に
帰
し
た
後
、
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
二
月
に
は
同
家
か
ら
前
田
家
へ
と
売
却
さ
れ
、
現
在
で
は
尊
経
閣
文
庫
（
函

架
番
号 

政
書
―
三
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
育
徳
財
団 

一
九
三
一
・
吉
岡 

二
〇
一
三
）
。

こ
う
し
た
度
重
な
る
流
転
は
、
近
世
に
入
る
こ
ろ
ま
で
に
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
秘
書
性

を
認
め
る
状
況
が
、
公
家
社
会
の
な
か
か
ら
失
わ
れ
て
い
っ
た
結
果
と
推
定
さ
れ
る
。

【
書
誌
】

す
で
に
先
行
研
究
（
育
徳
財
団 

一
九
三
一
・
吉
岡 

二
〇
一
三
）
に
お
い
て
綿
密
な
分
析

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
紹
介
し
て
お
く
。

本
写
本
の
形
態
は
巻
子
本
で
、
表
紙
に
外
題
「
年
中
行
事
秘
抄
」
（
後
補
）
と
書
か
れ
て

い
る
。
本
紙
（
計
二
八
紙
）
の
寸
法
は
、
縦
三
〇
．
一
～
三
〇
．
六
セ
ン
チ
×
横
四
一
．
四

×
～
四
二
．
三
セ
ン
チ
（
二
二
・
二
三
・
二
八
紙
を
除
く
）
と
な
っ
て
い
る
。
縦
三
〇
×
横

四
二
セ
ン
チ
と
い
う
寸
法
は
、
標
準
的
な
紙
と
く
ら
べ
て
や
や
小
さ
め
で
、
後
述
す
る
諸
情

報
も
ふ
ま
え
る
と
後
世
の
化
粧
断
ち
の
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
ほ
か
、
各
紙
に

は
計
四
本
の
横
界
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
詳
細
に
関
し
て
は
、
吉
岡
二
〇
一
三
を
参
照
。

【
紙
質
】

調
査
に
当
た
っ
て
は
、
肉
眼
観
察
に
よ
り
巻
子
全
体
で
同
質
紙
を
利
用
し
て
い
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
推
定
し
た
う
え
、
三
箇
所
（
第
一
紙
・
第
三
紙
・
第
二
八
紙
）
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
。
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ま
ず
第
一
紙
は
、
顕
微
鏡
観
察
に
よ
れ
ば
繊
維
に
特
定
の
方
向
性
は
見
い
だ
せ
な
い
。
紙

面
に
は
、
切
れ
て
い
な
い
未
蒸
解
繊
維
だ
け
で
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
未
蒸
解
の
切
れ
た

繊
維
片
も
確
認
で
き
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
純
粋
な
流
し
漉
き
技
法
で
漉
か
れ
た
紙

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
漉
簾
の
簀
目
は
一
五
～
一
六
本
／
三
セ
ン
チ
で
、
糸
目
は
視
認
で
き

な
い
。

紙
厚
は
一
四
〇
～
一
六
〇
μ
ｍ
の
範
囲
を
中
心
と
し
て
、
二
〇
〇
μ
ｍ
を
超
え
る
箇
所
も

散
見
さ
れ
る
。
た
だ
し
透
過
光
観
察
を
し
て
も
、
漉
き
ム
ラ
は
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
。
現

状
で
は
修
補
の
痕
が
目
立
ち
分
か
り
に
く
い
が
、
お
そ
ら
く
元
々
の
地
合
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く

な
い
紙
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
顕
微
鏡
観
察
に
よ
れ
ば
、
繊
維
間
に
白
色
物
が
目
立
つ

が
、
こ
れ
が
何
に
由
来
す
る
成
分
か
は
不
明
で
あ
る
（
虫
損
も
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
ず
、
紙
の

触
感
か
ら
し
て
も
デ
ン
プ
ン
質
の
填
料
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
）
。

顕
微
鏡
観
察
に
よ
る
と
繊
維
間
に
空
間
が
目
立
つ
。
た
だ
し
漉
き
っ
ぱ
な
し
で
は
な
い
よ

う
な
の
で
、
表
面
加
工
に
つ
い
て
は
、
弱
め
の
打
紙
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
紙
の
表
・
裏
と
も
に
強
い
テ
カ
り
が
生
じ
て
お
り
、
両
面
に
強
め
の
ニ
カ
ワ
が
定
着
し

て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
ニ
カ
ワ
溶
液
は
両
面
に
確
認
で
き
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、

刷
毛
な
ど
で
塗
布
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
打
紙
加
工
に
先
だ
っ
て
染
み
こ
ま
せ
た
可
能
性
が

想
定
さ
れ
る
。

墨
の
乗
り
は
比
較
的
よ
い
が
、
運
筆
を
速
め
た
箇
所
で
墨
の
カ
ス
レ
が
生
じ
た
り
、
墨
継

ぎ
を
し
た
直
後
の
水
分
の
多
い
箇
所
で
文
字
の
滲
み
が
生
じ
た
り
し
て
い
る
。
裏
面
の
墨
が

他
面
に
染
み
出
し
て
い
る
箇
所
も
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
打
紙
加
工
が
弱
く
、
繊
維
間

の
密
度
が
低
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
で
ニ
カ
ワ
が
強
く
引
か

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
繊
維
に
定
着
し
た
墨
の
剥
離
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
。
い
ず

れ
の
現
象
に
つ
い
て
も
、
両
面
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
で
生
じ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る

と
、
や
は
り
ニ
カ
ワ
は
刷
毛
に
よ
る
塗
布
で
は
な
く
、
打
紙
前
に
溶
液
を
浸
透
さ
せ
た
も
の

と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
紙
の
紙
質
は
、
基
本
的
に
第
一
紙
と
同
じ
で
あ
る
。
漉
簾
の
簀
目
は
一
六
本
／
三
セ

ン
チ
で
、
糸
目
は
視
認
で
き
な
い
。
部
分
的
に
厚
さ
の
ム
ラ
が
生
じ
て
い
る
が
、
目
立
つ
ほ

ど
で
は
な
い
。
透
過
光
観
察
で
は
、
未
蒸
解
の
切
れ
た
繊
維
が
散
見
さ
れ
、
未
叩
解
繊
維
の

混
入
も
少
な
く
な
い
。

第
二
八
紙
（
奥
書
部
分
）
の
紙
質
も
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
こ
の
紙
で
は
漉
簾
の
簀
目
が
一
六

本
／
三
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
糸
目
が
二
．
八
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た

（
や
や
見
え
に
く
い
が
）
。
地
合
は
特
に
悪
く
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
未
叩
解
繊
維
・
未
蒸

解
繊
維
が
見
え
る
点
も
、
他
の
紙
と
同
じ
で
あ
る
。
紙
厚
の
範
囲
は
一
三
五
～
一
五
五
μ
ｍ

の
範
囲
を
中
心
に
分
布
す
る
が
、
同
一
の
紙
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
箇
所
も
同
規
格
の
漉
簾
（
簀
目
：
一
六
本
／
三

セ
ン
チ
、
糸
目
二
．
八
セ
ン
チ
）
を
使
っ
て
漉
か
れ
た
同
質
紙
（
紙
厚
：
一
四
〇
～
一
六
〇

μ
ｍ
）
と
考
え
て
よ
い
。
漉
き
方
に
関
し
て
は
、
繊
維
に
明
確
な
方
向
性
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
や
、
切
断
さ
れ
た
繊
維
片
が
混
入
す
る
点
か
ら
、
流
し
漉
き
技
法
に
よ
る
も
の
と
は
考

え
に
く
い
。
た
だ
し
漉
き
ム
ラ
が
目
立
た
な
い
点
や
、
糸
目
が
視
認
で
き
な
い
点
か
ら
す
る

と
、
行
程
の
一
部
で
漉
簾
を
揺
ら
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
以
上
の
所
見
を
総
合
す
る

と
、
溜
め
漉
き
か
ら
流
し
漉
き
に
移
行
す
る
過
渡
期
の
技
法
（
半
流
し
漉
き
）
で
漉
か
れ
た

可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
全
体
と
し
て
ち
り
取
り
な
ど
は
丁
寧
で
な

く
、
あ
ま
り
よ
い
紙
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
地
合
は
悪
く
な
く
、
後
処
理
（
弱
い
打
紙
加

工
＋
そ
れ
に
伴
う
強
め
の
ニ
カ
ワ
浸
透
）
で
そ
れ
な
り
に
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
し
た
紙
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
本
史
料
を
観
察
し
て
違
和
感
を
感
じ
る
点
と
し
て
、
各
紙
に
生
じ
て
い
る
激
し
い
茶

変
が
あ
る
。
程
度
の
軽
い
後
半
の
紙
に
お
い
て
も
、
変
色
自
体
は
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
。

こ
の
現
象
は
、
書
写
以
前
の
段
階
で
紙
に
浸
透
さ
せ
た
物
質
の
性
質
が
要
因
と
推
定
さ
れ
る
。

現
在
で
も
、
日
本
画
な
ど
を
描
く
前
に
、
ニ
カ
ワ
に
ミ
ョ
ウ
バ
ン
（
酸
性
）
を
加
え
た
礬ど

う
さ水

液
を
塗
布
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
際
、
ミ
ョ
ウ
バ
ン
の
濃
度
が
高
い
と
、
後
日
、

和
紙
の
劣
化
（
酸
化
）
を
生
じ
さ
せ
る
現
象
が
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
古
代
・
中
世
の

古
文
書
で
同
種
の
変
色
事
例
は
あ
ま
り
見
な
い
と
は
い
え
、
本
史
料
の
場
合
、
十
分
な
打
紙

加
工
を
経
ず
に
利
用
す
る
た
め
に
墨
の
定
着
を
確
保
す
る
目
的
で
こ
の
種
の
成
分
を
加
え
た

結
果
、
変
色
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
現
状
を
見
る
限
り
、
将
来

的
に
は
脱
酸
化
処
理
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
現
象
と
関
連
し
て
、
本
史
料
の
全
体
に
巻
皺
が
多
数
発
生
し
て
い
る
点
は
注
目

さ
れ
る
。
巻
皺
は
、
一
般
に
、
打
紙
加
工
を
強
く
施
し
繊
維
密
度
が
高
く
な
っ
た
（
＝
堅
く

な
っ
た
）
紙
に
発
生
す
る
傾
向
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
史
料
の
場
合
、
顕
微
鏡
で
観
察
す
る

限
り
、
も
と
も
と
は
繊
維
間
は
漉
き
っ
ぱ
な
し
と
そ
れ
ほ
ど
違
い
の
な
い
疎
な
状
態
（
＝
柔

ら
か
い
紙
）
だ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ
う
し
た
紙
で
巻
皺
が
生
じ
る
の
は
、
き
つ
く
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巻
く
癖
を
持
っ
た
人
物
が
頻
繁
に
利
用
し
た
結
果
と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
れ
ま
で
の
関
連
情
報
を
踏
ま
え
れ
ば
、
紙
の
全
面
に
酸
化
現
象
が
生
じ
た
結
果
、
紙
繊
維

が
本
来
の
柔
軟
性
を
失
っ
て
硬
化
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
顕
微
鏡
観
察

に
よ
れ
ば
、
繊
維
間
に
は
通
常
見
な
い
よ
う
な
カ
ラ
フ
ル
な
色
に
染
ま
っ
た
繊
維
が
部
分
的

に
混
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
変
質
し
た
繊
維
と
推
定
さ
れ
る
）
。
本
史
料
の
表
面
に
毛
羽
立

ち
が
散
見
さ
れ
る
現
象
も
、
お
そ
ら
く
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

な
お
本
紙
に
引
か
れ
た
各
界
線
は
継
目
を
ま
た
い
で
延
び
て
お
り
、
全
紙
を
成
巻
し
た
後

に
一
括
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
現
状
で
は
紙
継
目
に
掛
か
る
文
字
が

繋
が
っ
て
い
な
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
か
の
段
階
で
巻
子
の
継
ぎ

直
し
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
要
因
か
ら
酸
化
し
た
紙
の
場

合
、
と
く
に
上
・
下
・
左
・
右
の
縁
の
部
分
で
繊
維
劣
化
に
よ
る
ほ
こ
ろ
び
が
目
立
つ
の
が

通
常
で
あ
る
（
同
種
の
現
象
は
、
一
部
の
紺
地
経
な
ど
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
）
。
こ
の
史

料
の
場
合
、
冒
頭
部
を
除
い
て
辺
縁
部
の
酸
化
劣
化
に
よ
る
ほ
つ
れ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
な

い
の
は
、
過
去
の
修
補
の
過
程
で
、
劣
化
し
た
範
囲
を
化
粧
断
ち
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る

（
現
状
で
縦
三
〇
×
横
四
二
セ
ン
チ
の
寸
法
な
の
で
、
本
来
は
上
下
左
右
と
も
に
一
セ
ン
チ

弱
は
長
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
）
。
こ
の
修
補
の
際
、
継
ぎ
直
し
の
作
業
も
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
紙
継
目
に
掛
か
る
文
字
・
虫
損
の
い
く
つ
か
は
、
顕
微
鏡
観
察
に
よ

れ
ば
一
部
が
鋭
利
な
刃
物
に
よ
る
切
断
で
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
奥
書
】

本
奥
書
曰
、

　

本
云
、

　
　

元
久
三
年
二
月
六
日
、
借
二
請
音
儒
〈
師
行
〉
本
一
書
写
了
。

　
　
　

年
来
所
持
之
本
、
不
慮
紛
失
之
故
也
。
重
可
レ
合
二
証
本
一
而
已
。　

判

　
　
　

即
校
合
畢
。

　
　

建
暦
三
年
八
月
廿
九
日
、
合
二
前
相
州
之
本
一
、
重
加
二
勘
物
等
一
了
。

　
　
　

件
本
、
以
二
故
羽
州
之
御
本
一
予
書
写
之
。
而
先
日
不
慮
紛
失
了
。

　
　
　

今
此
本
、
羽
州
御
本
由
記
レ
奥
。
尤
珍
重
也
。
其
奥
書
云
。

　

本
云
、

　
　

長
寛
二
年
四
月
五
日
、
以
大
外
記
師
元
之
本
書
写
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

散
位
藤
原
〈
在
判
〉

　
　

治
承
五
年
五
月
◦七

日

、
校
二
合
或
人
本
一
之
次
、
加
二
朱
点
一
、
近
代
事
少
々
勘
入
了
。

　
　
　

件
本
云
。

　
　
　
　

保
安
元
年
七
月
十
一
日
、
於
二
直
廬
一
、
休
閑
之
隙
書
レ
之
。
外
記
師
遠
所
レ
進

　
　
　
　

本
也
。

延
応
元
年
八
月
廿
九
日
、
以
二
前
大
監
物
師
世
之
本
一
〈
祖
父
博
士
師
高尚

自歟

筆
。
師

世
、
又
近
代
事
多
勘
入
之
〉
書
写
之
。
可
レ
秘
ヽ
ー
。
即
校
合
畢
。

此
年
中
行
事
、
先
年
〈
貞
和
三
年
五
月
之
比
〉
、
忠
俊
朝
臣
送
之
云
「
或
人
秘
本
也
。

可
レ
加
二
一
見
一
」
云
々
。
仍
所
二
書
留
一
也
。
而
謬
字
多
之
歟
。
後
年
披
閲
之
次
、
見
咎

事
等
注
二
付
之
一
、
以
二
墨
合
一
点
レ
之
也
。
年
来
所
在
之
本
〈
建
治
之
頃
、
以
二
内
相
殿

本
一
書
写
之
〉
、
雖
レ
為
二
委
細
一
、
不
レ
載
二
後
之
事
等
一
少
々
有
レ
之
。
可
二
秘
蔵
一
々
々
。

抑
如
二
奥
書
一
者
、
中
家
之
外
記
所
二
注
書
一
歟
。
旧
本
又
同
レ
前
。
仍
為
二
後
見
一
、
彼
家

系
図
聊
注
二
載
裏
一
也
。

【
考
察
】

（
１
）
大
筋

奥
書
の
前
半
部
分
に
関
し
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
（
所 

一
九
七
四
ほ
か
）
で
共
通
見

解
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
原
師
遠
の
所
蔵
本
を
出
発
点
と
し
て
、
子
孫

の
師
高
・
師
世
な
ど
が
加
筆
し
続
け
た
写
本
を
転
写
し
た
と
い
う
大
筋
が
想
定
さ
れ
る
。

と
は
い
え
本
写
本
の
奥
書
群
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
膨
大
な
情
報
量
も
あ
っ
て
、
十
分
に

検
討
さ
れ
て
い
な
い
要
素
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
そ
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
余
裕
は
な
い

が
、
現
時
点
で
気
に
な
る
点
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

（
２
）
「
前
相
州
」
と
は

ま
ず
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
・
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
な
ど
の
本
奥
書
に
つ
い
て
。

こ
の
部
分
を
記
載
し
た
人
物
は
、
「
羽
州
御
本
」
（
建
暦
奥
書
）
・
「
祖
父
博
士
師
高
自

筆
」
（
延
応
奥
書
）
な
ど
の
表
現
か
ら
、
中
原
師
高
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
奥
書

の
な
か
に
見
え
る
「
前
相
州
」
が
誰
を
指
す
の
か
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
突
き
詰
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め
ら
れ
て
い
な
い
。

「
前
相
州
」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
転
写
の
際
に
利
用
さ
れ
た
親
本
の
所

持
者
は
、
こ
の
本
奥
書
が
書
か
れ
た
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
以
前
に
相
模
守
を
勤
め
た
人

物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
目
安
と
し
て
、
中
原
師
元
（
一
一
〇
九
～
一
一
七
五
）
の

出
羽
守
（
陽
明
文
庫
本
『
勘
例
』
に
よ
る
と
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
正
月
十
二
日
任
）
在

任
以
降
の
相
模
守
在
任
者
を
、
野
口 

一
九
七
七
に
よ
り
つ
つ
整
理
す
る
と
、
平
安
後
期
に

は
藤
原
有
隆
（
嘉
応
元
年
～
承
安
元
年
以
降
）
・
平
業
房
（
安
元
元
年
～
治
承
三
年
）
・
藤

原
範
能
（
治
承
三
年
）
と
任
官
し
た
の
ち
、
鎌
倉
期
に
関
東
御
分
国
と
な
っ
て
以
降
は
文
治

元
年
（
一
一
八
五
）
か
ら
大
内
惟
義
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
か
ら
北
条
義
時
が
相
模
守

を
勤
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
二
者
は
検
討
対
象
か
ら
省
き
、
前
三
者
か
ら
条
件
に
合
う
人

物
を
探
し
て
い
こ
う
。

先
行
研
究
で
は
、
五
味 

二
〇
〇
三
Ａ
・
遠
藤
基
郎 

二
〇
一
〇
の
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
の

藤
原
有
隆
を
「
前
相
州
」
と
見
な
す
見
解
が
あ
る
。
と
く
に
五
味
は
「
他
の
相
模
守
に
な
っ

た
人
物
は
す
べ
て
他
の
官
職
に
遷
っ
て
い
る
の
で
、
「
前
相
州
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な

い
」
と
断
定
し
た
う
え
で
、
同
人
を
「
前
相
州
」
に
比
定
す
る
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
い
え

ば
有
隆
の
極
官
は
相
模
守
で
は
な
い
し
（
左
京
大
夫
）
、
他
の
人
物
の
な
か
に
は
相
模
守
を

極
官
と
す
る
人
物
が
含
ま
れ
て
お
り
、
事
実
誤
認
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
掲
載
さ
れ
る
「
藤
原
有
隆
」
（
四
例
）
の
う
ち
、
可
能
性
が
あ
る
の
は

良
門
流
と
顕
隆
流
の
人
物
だ
が
、
前
者
は
父
雅
隆
（
一
一
四
七
～
一
二
二
四
）
の
四
男
で
、

史
料
上
は
「
美
作
守
」
の
官
歴
し
か
確
認
で
き
ず
、
年
齢
的
に
も
一
一
六
〇
年
代
に
相
模
守

を
つ
と
め
た
可
能
性
は
低
い
。

一
方
、
顕
隆
流
の
人
物
は
、
蔵
人
を
経
て
「
左
京
大
夫
」
で
官
歴
を
終
え
て
い
る
。
蔵
人

を
務
め
た
時
期
は
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
で
、
左
京
大
夫
を
つ
と
め
た
時
期
は
建
久
五
年

（
一
一
九
四
）
頃
で
、
そ
の
間
、
平
治
元
年
（
一
一
六
〇
）
に
筑
前
守
も
勤
め
て
い
る
。
高

松
院
判
官
代
（
『
玉
葉
』
安
元
元
年
四
月
二
十
七
日
条
・
安
元
二
年
三
月
十
日
条
）
・
後
白

河
院
院
司
（
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
二
月
二
十
一
日
条
）
な
ど
も
勤
め
た
院
近
臣
で
あ
る
。
野

口 

一
九
七
九
は
、
こ
ち
ら
の
有
隆
を
相
模
守
を
勤
め
た
人
物
と
想
定
し
て
い
る
が
、
妥
当

な
見
解
だ
ろ
う
。
な
お
以
上
の
官
歴
を
見
る
限
り
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
の
段
階
で
有

隆
は
散
位
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
同
年
奥
書
の
「
散
位
藤
原
〈
在
判
〉
」
も
彼
の
こ
と
で

あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
親
本
の
書
写
奥
書
を
書
い
た
時
点
で
前
相
模
守
だ
っ
た
に

過
ぎ
な
い
可
能
性
も
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
か
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
書
写
主
体
を
相
模
守
を
極

官
と
す
る
人
物
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
有
隆
は
「
前
相
州
」
の
候
補
者
の
一
人
と
考
え

て
よ
い
。

一
方
、
相
模
守
を
官
歴
の
最
後
と
す
る
人
物
を
探
し
た
場
合
、
平
業
房
が
該
当
す
る
。
た

だ
し
「
左
衛
門
佐
相
模
守
平
業
房
」(

『山
槐
記
』
治
承
三
年
十
一
月
十
七
日
条
）
と
い
う
記

載
か
ら
す
る
と
、
両
官
職
の
相
当
位
は
同
じ
な
が
ら
（
左
衛
門
佐
＝
従
五
位
下
相
当
、
相
模

（
上
国
）
守
＝
従
五
位
下
相
当
）
、
本
官
は
左
衛
門
佐
の
よ
う
な
の
で
「
前
左
衛
門
佐
」
と

称
す
る
の
が
正
確
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
彼
は
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
集
に
も
度
々
登
場
す

る
後
白
河
院
近
臣
で
、
妻
は
高
階
栄
子
（
後
の
丹
後
局
）
で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ

て
院
の
信
頼
が
き
わ
め
て
厚
く
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
に
は
平
家

の
激
し
い
反
感
の
対
象
と
し
て
拷
問
・
殺
害
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
米
谷 

一
九
七
六
）
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
み
て
、
彼
の
場
合
、
死
後
に
蔵
書
が
家
外
に
流
出
し
た
可
能
性
も
想
定

さ
れ
、
そ
の
際
に
出
回
っ
た
写
本
を
中
原
某
が
目
に
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

こ
の
ほ
か
藤
原
範
能
（
信
西
孫
、
極
官
は
大
宰
大
弐
）
は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の

ク
ー
デ
タ
ー
で
平
業
房
か
ら
相
模
守
の
地
位
を
継
承
し
た
人
物
で
、
そ
の
点
も
含
め
親
平
家

と
評
価
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
（
野
口 

一
九
七
七)

。
た
だ
し
一
方
で
、
彼
の
妻
が
平
業
房
女

で
あ
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
人
事
に
は
失
脚
し
た
義
父
の
権
益
を
受
け
継
い
だ
側
面
も

認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
長
寛
二
年
奥
書
の
「
散
位
藤
原
」
＝
建
暦
三
年
奥
書
の
「
前
相
州
」

と
い
う
可
能
性
を
追
求
す
る
場
合
、
先
に
挙
げ
た
藤
原
有
隆
だ
け
で
な
く
、
藤
原
範
能
も
候

補
者
の
一
人
と
な
り
う
る
。
生
没
年
不
明
だ
が
、
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
に
叙
爵
し
て
い

る
の
で
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
の
段
階
で
は
「
散
位
」
だ
っ
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
検
討
は
「
相
州
」
を
相
模
守
と
す
る
前
提
に
基
づ
く
が
、
先
行
研
究
の
な

か
に
は
権
守
を
対
象
に
含
め
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
論
者
も
あ
る
（
所 

一
九
七
四
）
。
具

体
的
に
は
、
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
正
月
十
一
日
条
裏
書
の
除
目
任
官

一
覧
に
み
え
る
「
相
摸
権
守
中
原
景
仲
」
か
ら
、
『
吾
妻
鏡
』
元
久
三
年
（
建
永
元
年

〈
一
二
〇
六
〉
）
正
月
十
二
日
条
に
「
将
軍
家
御
読
書
始
」
の
「
御
侍
読
」
と
し
て
み
え
る

「
相
摸
権
守
（
源
）
仲
業
」
な
る
人
物
ま
で
の
数
名
の
候
補
を
挙
げ
、
中
原
一
族
で
長
寛
に

近
け
れ
ば
前
者
（
景
仲
）
、
建
暦
に
近
い
こ
ろ
の
人
で
あ
れ
ば
後
者
（
仲
業
）
に
比
定
し
て

よ
い
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
権
守
ま
で
候
補
に
入
れ
る
と
、
可
能
性
は
相
当
広
が
る
。
そ
の
場
合
、
同
じ

摂
関
家
家
司
と
し
て
の
交
流
が
想
定
さ
れ
る
源
通
定
（
満
仲
四
男
頼
平
流
、
代
々
の
摂
関
家

家
司
）
も
候
補
に
入
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
守
経
験
者
の
な
か
に
条
件
に
合
っ
た
人
物
が
見

い
だ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
で
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
成
果
は
参
考
程

度
に
止
め
て
お
き
た
い
。

（
３
）
書
写
奥
書
に
見
え
る
「
忠
俊
朝
臣
」

書
写
奥
書
（
奥
書
群
の
末
尾
）
に
見
え
る
「
忠
俊
朝
臣
」
と
い
う
人
物
を
め
ぐ
っ
て
は
、

こ
れ
ま
で
何
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
人
物
の
素
性
を
確
認
で
き
る
明
確
な
情
報

は
存
在
し
な
い
が
、
「
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
五
月
」
と
い
う
時
期
か
ら
す
る
と
「
〈
正

四
下
／
左
中
将　

早
世
〉
忠
俊
〈
母
〉
」
（
『
尊
卑
分
脈
』
道
綱
卿
孫
〈
楊
梅
〉
）
と
あ
る

藤
原
忠
俊
の
こ
と
と
推
測
し
て
よ
か
ろ
う
。
『
尊
卑
分
脈
』
の
該
当
箇
所
の
情
報
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
池
和
田 

二
〇
〇
九
）
、
こ
の
人
物
の

履
歴
は
十
分
に
解
明
で
き
な
い
が
、
中
世
の
楽
書
（
『
郢
曲
相
承
次
第
』
・
『
御
遊
部
類

記
』
・
『
御
遊
抄
』
ほ
か
）
や
古
記
録
類
（
『
中
院
一
品
記
』
ほ
か
）
に
、
十
四
世
紀
中
頃

に
お
け
る
篳
篥
の
名
手
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
履
歴
を
ふ
ま
え
る
と
、
各
種

の
行
事
に
際
し
て
雅
楽
の
演
奏
を
行
う
機
会
を
確
認
す
る
目
的
か
ら
、
こ
の
種
の
写
本
を
必

要
と
し
て
い
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
忠
俊
朝
臣
か
ら
、
密
か
に
写
本
を
提
供
さ
れ
た
主
体
（
本
写
本
の
作
成
主
体
）
の
性

格
も
不
明
だ
が
、
奥
書
後
半
で
「
中
家
之
外
記
所
注
書
歟
。
…
彼
家
系
図
…
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
中
原
家
の
人
物
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら

し
て
、
実
務
官
僚
層
よ
り
は
上
で
大
臣
ク
ラ
ス
よ
り
は
下
の
家
の
家
格
の
人
物
と
推
定
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
忠
俊
が
、
こ
の
人
物
に
対
し
て
「
或
人
秘
本
也
。
可
レ
加
二
一
見
一
」
と

述
べ
て
い
る
関
係
性
も
踏
ま
え
る
と
、
忠
俊
の
近
親
者
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

な
お
忠
俊
は
、
こ
の
人
物
に
対
し
「
可
レ
加
二
一
見
一
」
と
言
っ
て
き
て
お
り
、
必
ず
し
も

全
文
を
書
写
す
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
家
が
、
す
で
に

「
年
来
所
在
之
本
」
＝
「
内
相
殿
本
」
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
、
興
味
の

あ
る
記
載
を
抜
粋
・
加
筆
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
忠

俊
か
ら
写
本
を
提
供
さ
れ
た
某
人
に
よ
る
「
書
留
」
と
い
う
作
業
の
実
態
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
表
現
の
み
で
は
「
年
来
所
在
之
本
」
へ
の
加
筆
や
、
必
要
箇
所
の
抜
粋
の
意
と
し
て
も

理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
旧
本
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
る
と
、
「
書
留
」
に

よ
っ
て
新
本
が
成
立
し
た
可
能
性
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
か
ら
、
「
或
人
秘
本
」
の
全
体
を

書
写
し
た
も
の
が
現
存
す
る
中
原
家
本
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
写
本
の

成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
所 

一
九
七
四
の
理
解
に
従
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。

（
４
）
某
家
旧
蔵
の
「
内
相
殿
本
」
の
性
格

さ
て
某
家
で
は
、
こ
の
際
に
書
写
し
た
新
本
と
は
別
に
、
建
治
年
間
（
一
二
七
五
～

一
二
七
八
）
に
書
写
し
た
旧
本
も
所
蔵
し
て
い
た
。
こ
の
旧
本
の
親
本
は
「
内
相
殿

本
」
、
つ
ま
り
建
治
年
間
に
内
大
臣
の
地
位
に
あ
っ
た
人
物
の
所
蔵
本
と
推
定
さ
れ
る
。
所 

一
九
八
四
Ａ
は
、
こ
の
内
大
臣
を
近
衛
家
基
に
比
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
内
大
臣
と

し
て
は
、
建
治
元
年
十
二
月
ま
で
在
任
し
た
花
山
院
師
継
（
一
二
二
二
～
一
二
八
一
）
と
、

そ
れ
を
後
継
し
た
近
衛
家
基
（
一
二
六
一
～
一
二
九
六
）
の
二
名
が
確
認
で
き
る
。
前
者
は

内
大
臣
を
極
官
と
し
た
こ
と
か
ら
後
世
の
史
料
で
「
前
内
大
臣
」
と
呼
称
さ
れ
る
場
合
が
多

い
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
の
後
に
内
大
臣
・
関
白
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
「
内
大
臣
」
と
い

う
肩
書
き
で
呼
ば
れ
た
の
は
短
期
に
限
ら
れ
る
点
は
、
注
意
を
要
す
る
。

花
山
院
師
継
は
『
蝉
冕
翼
抄
』
『
除
目
執
筆
秘
抄
』
『
大
嘗
会
式
』
な
ど
の
著
作
を

持
つ
有
職
研
究
の
大
家
で
、
『
勘
仲
記
』
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
八
月
六
日
条
に
言

及
さ
れ
る
よ
う
に
蔵
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た
（
石
上 

一
九
七
九
・
細
谷 

一
九
九
三
・
五
味 

二
〇
〇
三
Ｂ
・
石
田 

二
〇
〇
九)

。
一
方
、
建
治
年
間
に
ま
だ
若
年

（
一
五
～
一
八
歳
）
だ
っ
た
近
衛
家
基
の
場
合
、
家
伝
の
蔵
書
（
そ
れ
も
巻
頭
に
「
不
可
出

□
〔
閫
カ
〕外
」
と
明
記
さ
れ
る
程
の
秘
書
）
を
個
人
的
な
裁
量
で
他
家
の
人
物
に
貸
し
出
す
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
難
し
か
っ
た
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
も
、
中
原
家
本
の
書
写
奥

書
に
み
え
る
「
内
相
」
は
花
山
院
師
継
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
こ
の
写
本
の
性
格
に
関
し
て
考
え
る
際
、
「
或
人
秘
本
」
に
つ
い
て
「
如
二
奥
書

一
者
、
中
家
之
外
記
所
二
注
書
一
歟
。
旧
本
又
同
レ
前
」
と
言
及
す
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ

の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
旧
本
」
＝
「
内
相
殿
本
」
の
奥
書
に
も
、
中
原
家
の
い
ず
れ
か
の
流

れ
に
伝
来
し
た
写
本
を
書
写
し
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
記
載
に
続
け
て
「
仍
為
二
後
見
一
、
彼
家
系
図
聊
注
二
載
裏
一
也
」
と
し
て
掲

載
す
る
系
図
（
裏
書
）
に
は
、
現
存
の
中
原
家
本
の
由
来
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲

を
超
え
た
記
載
が
見
え
る
点
も
興
味
深
い
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
中
原
家
諸
流
の
う
ち
、
現
存

す
る
中
原
家
本
の
来
歴
と
関
連
し
な
い
情
報
（
師
清
流
あ
る
い
は
師
元
流
の
う
ち
の
別
流
）

が
「
内
相
殿
本
」
の
親
本
の
伝
来
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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（
５
）
最
終
的
な
所
持
者

こ
う
し
て
、
も
と
も
と
所
蔵
し
て
い
た
「
内
相
殿
本
」
（
旧
本
）
に
加
え
、
「
或
人
秘

本
」
か
ら
書
写
し
た
新
写
本
も
所
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
某
家
だ
っ
た
が
、
後
者
は
い
つ
の

間
に
か
家
外
へ
流
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
の
経
緯
は
不
明
だ
が
、
近
世
中
期
の
段
階
で
こ

の
写
本
は
中
原
（
押
小
路
）
師
貫
（
中
原
師
元
の
二
十
一
代
後
の
当
主
）
が
所
蔵
し
て
い
た
。

そ
れ
を
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
前
田
綱
紀
が
購
入
し
（
育
徳
財
団 

一
九
三
一
・
吉
岡 

二
〇
〇
三
）
、
現
在
で
は
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
本
写
本
の
来
歴
で
あ

る
。

（
６
）
そ
の
他

最
後
に
、
奥
書
記
載
の
情
報
を
め
ぐ
っ
て
、
蛇
足
的
な
補
足
を
列
挙
し
て
お
く
。
「
建
久

三
年
…
」
の
直
前
に
記
載
さ
れ
た
「
即
校
合
畢
」
の
脇
に
薄
墨
で
「
＼
。
」
の
よ
う
な
書
き

込
み
が
見
え
る
点
や
、
こ
れ
ら
の
記
載
が
「
建
暦
三
年
…
」
と
一
組
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別

段
階
で
付
さ
れ
た
独
立
し
た
記
載
な
の
か
に
関
し
て
は
、
奥
書
の
生
成
過
程
を
検
討
す
る
た

め
に
も
、
も
う
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
「
延
応
元
年
…
」
奥
書
の
中
間
部
分
に
付
さ
れ
た
傍
書
「
尚
歟
」
は
、
墨
色
・
筆
跡

の
両
点
か
ら
奥
書
本
文
と
は
別
筆
と
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
ど
の
段
階
で
付
さ
れ
た
加
筆

な
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
散
位
藤
原
本
の
校
合
に
用
い
た
保
安
元
年
本
の
性
格
に
関
し
て
、
五
味 

二
〇
〇
三
Ａ
は
藤
原
伊
通
所
蔵
本
と
想
定
す
る
が
類
推
を
重
ね
た
結
論
で
あ
り
、
再
考
の
余

地
も
大
き
い(

３)

。
と
は
い
え
、
こ
の
種
の
現
存
し
な
い
写
本
に
関
し
て
、
関
連
す
る
諸
史

料
を
博
索
し
つ
つ
解
明
を
目
指
そ
う
と
す
る
姿
勢
自
体
は
尊
重
す
べ
き
だ
ろ
う
。
今
後
、
こ

の
種
の
検
討
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
本
写
本
の
性
格
に
関
し
て
も
、
色
々
と
判
明
す
る

こ
と
は
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

第
二
節 

葉
室
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
彰
考
館
文
庫
）

葉
室
本
（
彰
考
館
文
庫
所
蔵
）
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
所
蔵
側
の
都
合
に
よ
り
原
本
調
査
が

で
き
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
現
段
階
で
判
明
し
て
い
る
情
報
を
列
挙
し
て
お
く
。

【
成
立
】

成
立
の
過
程
は
、
奥
書
に
見
え
る
情
報
に
よ
る
と
、
某
人
が
書
写
し
た
写
本
（
あ
る
い
は

そ
の
子
写
本
）
を
所
持
し
て
い
た
源
国
資
か
ら
、
葉
室
長
光
が
借
貸
・
書
写
し
た
も
の
が
、

現
存
す
る
葉
室
家
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
存
す
る
大
多
数
の
写
本
が
葉
室
長
光
本
を
共

通
祖
本
と
す
る
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
前
近
代
に
お
け
る
本
史
料
の
享
受
に
際
し
て
主
要
な
役

割
を
担
っ
た
写
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

な
お
原
本
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
段
階
で
断
言
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
こ
の
写
本

が
同
系
統
の
現
存
諸
写
本
の
共
通
祖
本
そ
の
も
の
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
と
り

あ
え
ず
予
断
を
排
し
た
分
析
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
山
本 

一
九
八
〇
は
、

葉
室
家
本
の
「〈
本
云
〉
永
仁
之
比
、
被
二
書
始
一
之
処
、
自
然
被
レ
閣
之
畢
。
嘉
暦
令
レ
終
二

写
功
一
者
也
。
外
見
不
レ
可
レ
許
。　

判
」
（
本
奥
書
）
と
い
う
記
載
に
つ
い
て
、
同
系
統
の

諸
本
に
見
え
る
記
載
を
根
拠
と
し
て
「
〈
本
云
〉
永
仁
之
比
、
被
二
書
始
一
之
処
、
自
然
被

レ
閣
之
畢
。
嘉
暦　

 之
比 

令
レ
終
二
写
功
一
者
也
。
外
見
不
レ
可
レ
許
乎
。　

判
」
と
補
訂
し

て
い
る
。
類
似
の
補
訂
は
山
本 

一
九
八
〇
の
各
所
で
生
じ
て
お
り
、
も
し
こ
れ
ら
の
判
断

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
彰
考
館
文
庫
に
現
蔵
さ
れ
る
葉
室
家
本
は
、
文
字
の
欠
落
が
少
な
く

な
い
（
＝
諸
本
の
直
接
の
親
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
）
こ
と
に
な
る
。
同
写
本
の
性
格
を
考

え
る
う
え
で
留
意
す
べ
き
現
象
と
い
え
る
。

【
伝
来
】

成
立
の
後
、
彰
考
館
文
庫
で
所
蔵
さ
れ
る
ま
で
の
具
体
的
経
緯
は
不
明
だ
が
、
『
大
日
本

史
』
編
纂
の
過
程
で
水
戸
藩
に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。

た
だ
し
本
写
本
は
早
い
段
階
で
当
初
の
所
蔵
主
体
（
葉
室
家
）
を
離
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ

り
（
後
述
）
、
水
戸
藩
が
い
つ
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
か
に
関
し
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
日
の
原
本
調
査
の
成
果
や
、
関
連
史
料
の
検
討
結

果
（
４
）
に
期
待
し
た
い
。

【
書
誌
】

彰
考
館
文
庫
編
『
彰
考
館
図
書
目
録
』
（
同
文
庫
、
一
九
一
八
年
、
二
二
七
頁
）
の
巻
之

七
「
寅
部 

職
官
」
に
掲
載
さ
れ
る
情
報
に
よ
れ
ば
、
「
年
中
行
事
秘
抄　

二
部　

五
（
冊

数
）　

一
一
（
番
号
）　

写
」
と
あ
る
。

以
上
の
情
報
は
「
彰
考
（
一
冊
本
二
部
）
」
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
と
い
う
情
報
と
整

合
性
を
欠
く
が
、
お
そ
ら
く
二
分
冊
か
ら
な
る
冊
子
本
で
、
上
冊
に
は
正
月
～
六
月
が
下
冊

に
は
七
月
～
一
二
月
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
冊
子
が
ど
の
よ
う
な

装
丁
（
粘
葉
装
か
綴
葉
装
か
な
ど
）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
紙
質
な
ど
を
確
認
し
な
い
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限
り
、
成
立
時
期
も
確
定
し
が
た
い
。

【
奥
書
】

各
冊
奥
に
は
、
以
下
の
記
載
が
見
え
る
（
山
本 

一
九
八
〇
ほ
か
に
よ
る
）
。

・
上
巻

〈
本
云
〉
此
抄
上
下
、
可
二
秘
蔵
一
々
々
。
更
不
レ
可
レ
出
二
困〔
閫
〕外

一
者
也
。　

判

建
武
元
年
六
月
日
、
以
二
前
源
宰
相
〈
国
資
卿
〉
本
一
書
写
訖
。
子
孫
之
外
、
更
不
レ
可

二
外
見
一
。
可
レ
秘
々
々
。

　

参
議
右
兵
衛
督
長
光

・
下
巻

〈
本
云
〉
永
仁
之
比
、
被
二
書
始
一
之
処
、
自
然
被
レ
閣
之
畢
。
嘉
暦
令
レ
終
二
写
功
一
者

也
。
外
見
不
レ
可
レ
許
。　

判

建
武
元
年
六
月
日
、
此
抄
上
下
、
以
二
前
源
相
公
〈
国
資
卿
〉
本
一
書
写
畢
。
子
孫
之

外
、
曽
以
不
レ
可
レ
許
二
他
見
一
。
可
二
秘
蔵
一
。

　

参
議
右
兵
衛
督
藤
原
長
光
〈
在
判
〉

【
考
察
】

以
上
に
掲
げ
た
奥
書
に
は
、
各
種
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
１)

「
永
仁
～
」
奥
書(

下
巻)

に
見
え
る｢

被
書
始｣

・｢

被
閣
」
と
い
う
表
現

こ
の
奥
書
の
性
格
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
と
く
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
が
、
慎
重
な

分
析
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
半
部
分
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
も
し
本
人
が
自
身
の

行
為
を
記
録
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
書
始
之
処
、
自
然
閣
之
畢
」
と
書
け
ば
す
む
は
ず
で

あ
る
。
つ
ま
り
文
脈
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
見
え
る
複
数
の
「
被
」
の
用
法
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
し
「
被
書
始
」
が
受
身
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
位
者
の
指
示
を
受
け
た

使
役
用
法
に
近
い
表
現
と
な
ろ
う
が
、
そ
う
解
釈
す
る
と
「
自
然
被
閣
」
（
な
ん
と
な
く
中

断
し
た
）
と
い
う
経
緯
と
の
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
「
被
」

も
尊
敬
の
用
法
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
第
三
者
に
よ
る
尊
敬
な
の
か
、

自
尊
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
し
よ
う
が
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
半
で
は
、
尊
貴
な
人
物
某
が
永
仁
年
間
（
一
二
九
三
～
一
二
九
九
）

に
書
写
を
始
め
、
中
途
で
擱
筆
し
た
状
況
を
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た

後
半
で
は
、
そ
の
後
、
嘉
暦
年
間
（
一
三
二
六
～
一
三
二
九
）
に
第
三
者
に
命
じ
て
書
写
事

業
を
継
続
さ
せ
た
経
緯
が
「
令
レ
終
二
写
功
一
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
後

半
に
関
し
て
は
、
前
述
の
「
被
」
を
第
三
者
か
ら
の
尊
敬
と
と
れ
ば
、
何
ら
か
の
理
由
で
書

写
を
中
断
し
た
貴
人
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
家
司
あ
た
り
が
代
書
者
を
準
備
し
た
と
理
解
で
き

る
。
ま
た
自
尊
敬
語
と
と
れ
ば
、
途
中
で
書
写
を
止
め
た
貴
人
が
家
人
な
ど
に
命
じ
て
続
き

を
書
写
さ
せ
た
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
先
行
研
究
で
は
、
建
武
奥
書
に
見
え
る
「
源

相
公
〈
国
資
卿
〉
本
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
永
仁
奥
書
に
み
え
る
写
本
の
成
立
を
源
国
資

（
も
し
く
は
そ
の
先
祖
）
と
関
連
づ
け
る
理
解
が
一
般
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
以

上
の
検
討
を
ふ
ま
え
る
と
、
嘉
暦
年
間
の
書
写
作
業
に
源
国
資
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
が
、
永
仁
年
間
に
十
代
前
半
と
想
定
さ
れ
る
彼
が
書
写
を
開
始
し
た
主
体
と

は
考
え
に
く
い
。

ま
た
本
奥
書
に
見
え
る
書
写
作
業
は
、
永
仁
年
間
～
嘉
暦
年
間
ま
で
三
〇
年
前
後
の
長
期

に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
断
続
的
な
書
写
過
程
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
写
主
体
が
親
本

を
確
保
し
続
け
て
い
る
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
一
つ
の
問
題
と
な
ろ
う
。
単
に

写
本
を
借
り
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
所
有
者
か
ら
実
質
的
に
召
し
上
げ
て
い
る

状
況
が
長
期
に
わ
た
っ
て
現
出
し
て
お
り
、
本
当
に
書
写
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
疑
問

を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
だ
け
長
い
間
、
他
者
の
所
蔵
写
本
（
そ
れ
も
秘

本
）
を
手
元
に
置
け
る
と
す
れ
ば
、
借
り
出
し
主
体
と
貸
し
出
し
主
体
の
間
の
身
分
差
は
、

相
当
に
大
き
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
関
係
性
が
想
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

最
終
的
に
書
写
し
た
（
＝
親
本
を
返
却
し
た
）
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
間
に
お
い
て
、
長
期

借
り
出
し
は
可
能
で
も
召
し
上
げ
ま
で
は
不
可
能
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
点
を
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
た
め
に
、
源
国
資
（
一
二
八
〇
年
代
～

一
三
三
五
年
以
降
）
の
履
歴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
は
顕
房
流
の
村
上
源
氏
で
、
父
は

源
親
平
で
あ
る
。
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
官
歴
は
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
従
五
位

下
に
叙
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
お
お
よ
そ
一
二
八
〇
年
代
中
頃
の
生
ま
れ
と

推
測
さ
れ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
も
と
で
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
に
宮
内
卿
兼
蔵
人
頭
、
嘉

暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
参
議
兼
宮
内
卿
を
経
て
、
嘉
暦
三
年
以
降
は
前
参
議
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
間
、
「
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
七
月
一
七
日 

後
醍
醐
天
皇
綸
旨
」
（
『
鎌
倉

遺
文
』
二
九
一
五
四
）
で
綸
旨
の
奉
者
を
勤
め
、
「
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
八
月 

雑
訴

決
断
所
結
番
交
名
」
（
『
大
日
本
史
料
』
編
年
六
―
一
）
で
は
一
番
（
畿
内
）
担
当
所
員
と
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し
て
名
前
を
連
ね
て
い
る
。

文
化
面
に
お
い
て
も
、
後
醍
醐
天
皇
が
側
近
を
集
め
て
開
催
し
た
「
正
中
二
年

（
一
三
二
五
） 

七
夕
御
会
和
歌
懐
紙
」
に
、
彼
が
参
加
し
て
い
る
点
か
ら
、
大
覚
寺
統
勢

力
の
枢
要
に
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
宮
島 

一
九
八
六
・
三
村 

一
九
九
六
）
。

こ
う
し
た
諸
史
料
に
よ
れ
ば
、
『
公
卿
補
任
』
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
条
で
前
参
議
と
見

え
る
の
を
最
後
と
し
て
、
死
去
や
出
家
と
い
う
形
で
は
な
く
諸
史
料
か
ら
姿
を
消
す
の
も
、

後
醍
醐
天
皇
が
翌
年
に
吉
野
に
逃
れ
た
こ
と
と
の
関
連
を
想
定
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
彼
の
父
源
親
平
（
一
二
五
二
～
一
三
一
七
以
降
）
は
、
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ

ば
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
の
段
階
で
は
非
参
議
、
正
和
二
年
（
一
三
一
二
）
八
月
に
任
参

議
（
九
月
辞
）
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
五
月
三
十
日
に
出
家
と
い
う
履
歴
を
た
ど
っ

て
い
る
。
彼
の
官
歴
は
「
侍
従
源
親
平
〈
資
平
朝
臣
子
云
々
〉
」
（
『
民
経
記
』
正
元
元
年

（
一
二
五
九
）
十
月
十
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
同
年
三
月
に
即
位
し
た
ば
か
り
の
亀
山
天

皇
の
侍
従
と
な
っ
た
後
、
「
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
十
一
月
十
三
日 

山
城
革
島
荘
本
家

御
教
書
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
四
六
九
五
）
で
は
、
皇
太
子
尊
治
親
王
（
の
ち
の
後
醍
醐
天

皇
）
領
の
山
城
国
革
島
荘
に
関
す
る
御
教
書
の
奉
者
を
勤
め
る
な
ど
、
一
貫
し
て
大
覚
寺
統

の
歴
代
天
皇
に
近
し
く
仕
え
続
け
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
資
の
後
醍
醐
天
皇
側
近

と
し
て
の
地
位
は
、
父
親
の
代
か
ら
続
く
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
の
履
歴
を
踏
ま
え
て
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
た
と
え
ば
後
宇
多
天
皇
（
後

醍
醐
天
皇
の
父
、
一
二
六
七
～
一
三
二
四
）
が
中
原
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
書
写
を
始

め
、
そ
の
死
後
に
側
近
（
親
平
―
国
資
親
子
の
周
辺
）
が
事
業
を
継
続
し
た
と
い
う
よ
う
な

筋
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
「
被
」
が
自
尊
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
永
仁
年
間
～
嘉
暦
年
間
を
通
じ
て
生
存
し
て
い
た
大
覚
寺
統
の
皇
族
を
記
主

と
し
て
比
定
す
べ
き
様
に
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
適
当
な
人
物
は
思
い
つ
か
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
奥
書
の
記
載
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
後
期
に
大
覚
寺
統
の
周
辺
圏
で
成

立
し
た
写
本
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
葉
室
長
光
の
書
写
奥
書

つ
ぎ
に
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
の
奥
書
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
筆
記
主
体
で

あ
る
葉
室
長
光
（
一
三
〇
九
～
一
三
六
五
）
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
前
後
の
時
期

に
お
け
る
彼
の
履
歴
を
『
公
卿
補
任
』
で
整
理
す
る
と
、
ま
ず
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）

二
月
に
右
兵
衛
督
と
な
る
が
、
同
年
十
月
に
右
大
弁
に
就
任
し
た
際
、
任
を
去
っ
て
い

る
。
こ
の
の
ち
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
十
月
に
参
議
兼
左
兵
衛
督
と
な
る
が
、
元
弘
三
年

（
一
三
三
三
）
六
月
の
建
武
新
政
に
伴
い
一
切
の
官
職
を
剥
奪
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
建
武
元

年
（
一
三
三
四
）
三
月
に
参
議
兼
中
宮
亮
と
し
て
復
官
す
る
が
、
左
兵
衛
督
の
地
位
に
再
任

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
整
理
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
の
兵
衛
督
在
任
は
右
：

元
弘
元
年
、
左
：
元
弘
二
～
三
年
に
限
ら
れ
、
奥
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
事
実
は
確
認

で
き
な
い
。

念
の
た
め
『
公
卿
補
任
』
の
誤
写
・
誤
記
の
可
能
性
を
念
頭
に
お
き
、
左
・
右
兵
衛
督
の

後
任
者
に
関
し
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
右
兵
衛
督
の
後
任
と
な
っ
た
藤
原
隆
蔭
は
、

元
弘
二
年
三
月
二
十
一
日
（
『
花
園
天
皇
宸
記
』
）
・
「
元
弘
三
年
八
月
七
日 

後
醍
醐
天

皇
綸
旨
案
」
（
臨
川
寺
文
書
）
な
ど
で
在
任
が
確
認
で
き
る
の
で
、
建
武
元
年
十
二
月
に
藤

原
公
重
が
就
任
す
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
左
兵
衛
督
の
後
任
と

な
っ
た
足
利
尊
氏
は
、
『
公
卿
補
任
』
で
は
建
武
二
年
条
を
最
後
に
尻
付
記
載
が
消
え
る
が
、

引
き
続
き
建
武
三
年
六
～
八
月
の
文
書
で
も
「
左
兵
衛
督
尊
氏
」
を
名
乗
っ
て
お
り
（
上
島 

二
〇
〇
一
）
、
建
武
三
年
十
一
月
に
藤
原
長
定
が
就
任
す
る
ま
で
在
任
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
地
位
に
関
し
て
も
、
建
武
元
年
の
時
点
で
葉
室
長
光
が
占
め
て

い
た
可
能
性
は
想
定
し
が
た
い
。
こ
の
点
で
、
葉
室
家
本
奥
書
に
見
え
る
該
当
箇
所
の
記
載

は
不
可
解
で
あ
る
。

さ
て
彼
の
政
治
的
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
、
持
明
院
統
・
大
覚
寺
統
の
切
り
替
わ
り
と

は
無
関
係
に
、
朝
廷
の
中
心
で
活
躍
し
続
け
る
勧
修
寺
流
の
実
務
官
僚
と
い
う
評
価
（
森 

一
九
八
二
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
後
醍
醐
天
皇
の
も
と
で
三
事
兼
帯
・
蔵
人
頭
を
勤

め
な
が
ら
、
光
厳
天
皇
の
も
と
で
も
引
き
続
き
蔵
人
頭
を
経
て
参
議
へ
と
昇
進
し
て
い
る
状

況
は
（
「
弁
官
補
任
」
『
続
々
群
書
類
従
』
二
・
「
職
事
補
任
」
『
群
書
類
従
』
巻
四
六
）
、

そ
う
し
た
評
価
の
適
切
さ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
花
園
院
の
四
位
院

司
を
勤
め
て
い
る
こ
と
や
（
『
花
園
天
皇
宸
記
』
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
正
月
十
五
日

条
）
、
建
武
新
制
に
伴
っ
て
全
官
職
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
状
況
（
前
述
）
な
ど
を
踏
ま
え
る

と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
持
明
院
統
寄
り
の
立
ち
位
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
情
報
を
前
提
に
建
武
奥
書
を
読
む
と
、
ま
ず
奥
書
の
書
か
れ
た
「
建
武
元
年

（
一
三
三
四
）
六
月
」
の
段
階
で
、
源
国
資
は
前
参
議
で
あ
り
、
葉
室
長
光
は
参
議
兼
右
兵

衛
督
で
は
な
い
点
が
気
に
掛
か
る
。
奥
書
の
記
載
を
語
順
通
り
に
読
め
ば
、
「
前
源
宰
相
」

と
い
う
表
現
は
意
味
不
明
な
の
で
、
該
当
部
分
は
「
以
前
、
源
相
公
〈
国
資
卿
〉
本
を
…
」
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と
訓
読
す
べ
き
こ
と
に
な
り
、
彼
の
参
議
在
任
期
間
に
書
写
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
源
国
資
の
官
歴
を
見
る
と
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
二
月
に
蔵
人
頭
か
ら
参
議
と
な

り
、
そ
の
地
位
を
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
九
月
に
辞
し
て
お
り
、
建
武
年
間
に
現
任
の
参

議
の
地
位
を
占
め
て
い
な
い
点
は
奥
書
記
載
と
齟
齬
を
来
す
。
た
だ
し
こ
の
点
は
、
奥
書
を

書
い
た
人
物
は
「
以
二
源
前
相
公
〈
国
資
卿
〉
本
一
…
」
の
つ
も
り
だ
っ
た
と
判
断
し
、
建

武
元
年
頃
に
「
か
つ
て
参
議
だ
っ
た
源
国
資
卿
の
所
蔵
本
を
以
て
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
、
長
光
の
地
位
に
関
し
て
は
明
ら
か
な
疑
問
が
残
る
。
建
武
元
年
に
は
、
左
・
右

と
も
に
別
の
在
任
者
が
想
定
で
き
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
過
去

に
左
兵
衛
督
へ
の
任
官
履
歴
を
持
つ
人
物
を
、
こ
の
時
点
で
右
兵
衛
督
と
す
る
人
事
は
考
え

に
く
い
。

そ
も
そ
も
建
武
新
政
に
際
し
て
一
旦
全
て
の
本
位
・
本
官
を
剥
奪
さ
れ
た
葉
室
長
光

（
『
公
卿
補
任
』
）
と
、
後
醍
醐
側
近
の
源
国
資
と
で
は
、
政
治
的
な
立
ち
位
置
が
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
で
両
者
間
に
は
縁
戚
関
係
も
確
認
で
き
ず
、
中
世
の
貴
族
社

会
で
「
不
可
出
困〔

閫
〕外
」
（
上
巻
奥
）
・
「
外
見
不
可
許
」
（
下
巻
奥
）
と
さ
れ
る
写
本
を
、

こ
の
時
期
に
源
国
資
が
葉
室
長
光
へ
と
貸
し
出
し
た
こ
と
に
は
違
和
感
を
否
め
な
い
。
ど
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
検
討
を
要
す
る
現
象
と
い
え
よ
う
。
実
際
に
貸
し
出
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、
蔵
書
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
（
５
）
葉
室
長
光
が
、
源
国
資
に
対
し
て
懇
望
を

繰
り
返
し
た
結
果
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
葉
室
長
宗
の
相
伝
識
語

葉
室
本
系
の
諸
写
本
に
は
、
葉
室
長
光
の
書
写
奥
書
に
引
き
続
き
、
「
相
伝
畢　

左
中
丞

長
宗
」
（
上
巻
奥
）
・
「
相
伝
了　

左
中
丞
長
宗
〈
在
判
〉
」
（
下
巻
奥
）
と
い
う
相
伝
識

語
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
書
の
伝
来
を
検
討
す
る
際
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
、
あ

わ
せ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

『
尊
卑
分
脈
』
顕
隆
卿
等
孫
〈
葉
室
〉
に
よ
る
と
、
長
光
の
子
孫
は
長
宗
―
長
忠
―
教
忠

…
と
続
い
て
い
く
。
こ
こ
に
見
え
る
葉
室
長
宗
と
い
う
人
物
は
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）

四
月
に
左
中
弁
に
就
任
し
（
『
後
愚
昧
記
』
同
年
四
月
十
三
日
条
）
～
応
安
三
年

（
一
三
七
〇
）
八
月
に
右
大
弁
と
な
る
ま
で
そ
の
地
位
を
占
め
て
い
た
（
『
後
深
草
院
関
白

記
』
同
年
八
月
十
四
日
条
）
。

『
後
愚
昧
記
』
貞
治
六
年
四
月
十
三
日
条

今
夜
、
被
レ
行
二
祭
除
目
一
、
聞
書
後
日
見
之
。
…
元
大
蔵
卿
／
左
中
弁　

藤
原
長
宗

〈
故
大
納
言
長
光
卿
子
／
日
来
所
二
望
大
弁
一
。
而
不
レ
許
歟
〉
…

本
日
条
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
長
宗
は
大
弁
へ
の
直
任
を
希
望
し
て
い
た
が
、
上
層
部
が
無

経
験
者
を
大
弁
と
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
、
結
局
、
左
中
弁
へ
の
任
命
と
な
っ
た
経
緯
が

判
明
す
る
。
こ
の
履
歴
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
が
「
相
伝
了　

左
中
丞
長
宗
〈
在
判
〉
」
（
下

巻
奥
）
と
記
載
で
き
る
の
は
、
貞
治
六
年
四
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、

す
で
に
父
長
光
の
死
（
貞
治
四
年
閏
九
月
七
日
）
か
ら
二
年
近
く
を
経
て
い
る
。
長
宗
が
長

光
の
長
男
で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
く
と
、
「
相
伝
」
が
実
現
し
た
時
期
と
し
て
、
い
さ
さ

か
遅
す
ぎ
る
印
象
は
否
め
な
い
。

と
こ
ろ
で
長
宗
は
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
十
二
月
に
参
議
を
辞
し
て
、
至
徳
四
年

（
一
三
八
七
）
二
月
に
出
家
し
て
い
る
（
『
諸
家
伝
』
葉
室 

長
宗
項
）
。
こ
の
際
、
葉
室

家
は
一
時
的
に
絶
家
と
な
っ
て
し
ま
う
。
長
宗
は
自
身
の
出
家
に
よ
っ
て
、
自
家
が
絶
家
と

な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
『
建
内
記
』
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
六
月
二
日

条
に
は
、
万
里
小
路
時
房
が
葉
室
宗
豊
に
聞
い
た
「
長
宗
卿
遁
世
之
時
、
雀
手
箱
ヲ
ハ
、
奉

二
納
北
野
宝
蔵
一
。
光
頼
卿
以
来
相
伝
之
打
刀
ヲ
ハ
、
奉
二
納
春
日
宝
蔵
一
云
々
」
と
い
う
逸

話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
後
者
に
つ
い
て
は
、
春
日
大
社
に
国
宝
「
菱
作
打
刀
」
と
し
て
現

存
す
る
）
。

結
局
、
長
宗
の
出
家
に
よ
り
断
絶
と
見
な
さ
れ
た
葉
室
家
の
「
文
書
・
家
記
」
は
、
一
旦

「
公
方
」
（
室
町
幕
府
）
に
接
収
さ
れ
た
（
松
薗 

二
〇
〇
六
）
。
そ
の
後
、
葉
室
家
の
旧

蔵
書
は
「
明
徳
年
中
」
（
一
三
九
〇
～
一
三
九
四
）
に
足
利
義
満
の
判
断
で
「
故
大
臣
殿
」

（
万
里
小
路
嗣
房
）
へ
と
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

『
建
内
記
』
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
三
月
二
十
九
日
条

〈
参
議
〉
長
宗
卿
、
出
家
遁
世
入
二
釈
門
一
、
一
流
一
向
断
絶
之
由
達
二
上
聞
一
。
以
二
文

書
・
家
記
一
進
二
置
公
方
一
了
。
仍
為
二
闕
所
一
。
故
大
臣
殿
、
明
徳
年
中
御
二
拝
―
領
彼

文
書
・
家
記
等
一
也
。

念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
と
、
葉
室
家
そ
の
も
の
が
、
こ
の
時
点
で
絶
え
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
長
宗
の
出
家
の
三
十
四
年
後
、
そ
の
子
長
忠
が
参
議
に
就
任
す
る
こ
と

で
、
家
と
し
て
の
葉
室
家
は
復
興
を
実
現
し
て
い
る
。
な
お
長
忠
は
、
先
祖
代
々
の
参
議
就

任
年
齢
（
長
隆
は
三
一
歳
・
長
光
は
二
五
歳
）
を
参
考
に
す
る
と
、
参
議
に
就
任
し
た
応
永

二
十
八
年
（
一
四
二
一
）
に
二
五
～
三
〇
歳
く
ら
い
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
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と
、
生
年
は
一
三
九
〇
年
代
初
頭
～
中
頃
と
な
り
、
長
宗
の
出
家
時
（
一
三
八
七
年
）
に
は

生
ま
れ
て
い
な
い
可
能
性
す
ら
あ
る
（
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
長
忠
は
長
宗
の
実
子
で
は
な

い
可
能
性
を
想
定
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
。

こ
の
よ
う
に
子
供
が
幼
け
れ
ば
（
あ
る
い
は
不
在
で
あ
れ
ば
）
、
兄
弟
が
継
ぐ
と
い
う
の

も
一
つ
の
手
で
あ
る
。
し
か
し
長
宗
の
弟
長
親
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
官
歴
不
詳
な
う

え
、
「
狂
気
／
遁
世
」
（
『
尊
卑
分
脈
』
）
と
さ
れ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
、
『
後
愚
昧
記
』

の
記
事
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
貴
族
ら
し
か
ら
ぬ
理
由
で
喧
嘩
を
起
こ
し
て
重
傷
を

負
っ
た
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。
激
し
や
す
い
性
格
の
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
後
、
何

か
の
理
由
に
よ
っ
て
「
遁
世
」
（
＝
官
界
を
去
っ
た
）
と
い
う
事
情
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

『
後
愚
昧
記
』
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
九
月
二
十
六
日
条

直（
三
善
）衡

語
云
。
昨
日
、
右
大
弁
〈
長
宗
朝
臣
〉
舎
弟
〈
民
部
大
輔
云
々
。
不
レ
知
二
実
名
一
。

可
二
尋
知
一
之
〉
与
二
青
侍
男
一
打
二
双
六
一
之
間
闘
諍
、
為
二
青
侍
一
被
二
殺
害
一
了
。
件

青
侍
男
、
又
家
人
等
相
集
殺
レ
之
了
云
々
。
雖
二
末
代
一
殺
レ
主
之
条
、
希
代
之
所
為
也
。

下
剋
上
之
世
、
凡
怖
畏
極
之
秋
也
。
後
聞
、
件
戸
部
雖
レ
被
レ
瘡
不
レ
死
、
於
二
青
侍
男
一

者
殺
害
了
云
々
。

こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
長
宗
の
出
家
に
よ
り
葉
室
家
は
断
絶
と
見
な
さ
れ
、
一
切
の

蔵
書
が
収
公
の
う
え
で
万
里
小
路
嗣
房
へ
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
な
る
と
、
こ
の
後
、
万
里
小
路
惟
房
（
嗣
房
の
五
代
後
）
が
中
原
家
本
系
の
親
本

か
ら
現
存
す
る
万
里
小
路
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
は
（
佐
藤 

二
〇
〇
四
）
、
や
や
不
可
解
で
あ
る
。
も
し
葉
室
家
本
の
奥
書
と
『
後
愚
昧
記
』
の
記
事
が

い
ず
れ
も
史
実
と
す
る
と
、
万
里
小
路
家
に
移
管
さ
れ
た
葉
室
家
の
蔵
書
の
存
在
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
別
に
中
原
家
本
系
写
本
を
全
文
書
写
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ

ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
中
原
家
本
の
成
立
過
程
で
、
旧
本
を
所
持
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
た

に
写
本
全
体
を
書
写
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
公
家
社
会
に
お
け
る
『
年
中
行
事

秘
抄
』
の
重
要
性
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
万
里
小
路
家
で
こ
の
写
本
を
二
本
も
所
持

す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
惟
房
に
よ
る
書
写
の
事
実
は
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
葉
室
家
旧
蔵
書
の
相
当
部
分
が
葉

室
家
に
返
却
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
実
際
、
「
妙
法
院
賢

長
法
印
相
語
云
、
父
葉
室
前
宰
相
〈
長
忠
〉
談
云
、
祖
父
長
光
卿
記
云
、
…
」
（
『
建
内

記
』
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
三
月
二
三
日
条
）
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
参
議
就
任
後
の

長
忠
が
父
祖
の
家
記
（
自
筆
本
か
ど
う
か
は
不
明
）
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

お
そ
ら
く
、
後
者
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
ま
と
め

以
上
、
色
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
「
永
仁
…
」
の
一
文
は
と
も
か
く
、

そ
れ
以
降
の
部
分
に
は
少
な
か
ら
ぬ
誤
写
か
、
作
為
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
推
定
す
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
終
的
な
結
論
を
出
す
た
め
に
は
、
葉
室
家
本
の
原
本
調
査
が
必
要

と
な
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
同
本
の
調
査
が
難
し
い
現
状
で
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
活

字
情
報
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
た
分
析
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
も
し
こ
の
奥
書
に
作
為
が
加
わ
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
す
で
に
指
摘
し
た
複
数
の

辻
褄
の
合
わ
な
い
点
の
存
在
か
ら
も
、
作
成
主
体
は
葉
室
家
当
主
の
官
歴
・
生
没
年
な
ど
に

関
し
て
十
分
に
知
識
の
な
い
人
物
の
可
能
性
が
高
い
。
中
世
後
半
の
あ
る
段
階
で
、
長
光
の

蔵
書
家
と
し
て
の
評
判
を
前
提
と
し
て
、
架
空
の
構
図
を
組
み
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
６
）
。

第
三
節 

卜
部
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
大
東
急
記
念
文
庫
）

【
成
立
】

本
写
本
の
成
立
に
関
し
て
は
、
本
文
中
に
「
「
後
高
倉
院
」
の
こ
と
（
※
忌
日
）
が
見

え
、
そ
の
院
号
の
定
ま
っ
た
時
点
で
の
補
記
が
あ
」
る
こ
と
を
根
拠
に
「
ほ
ぼ
そ
の
当
時

の
写
か
」
＝
「
鎌
倉
初
期
写
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
（
大
東
急
記
念
文
庫 

一
九
八
一
）
、

こ
れ
以
降
の
諸
研
究
（
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
・
小
川 

二
〇
二
三
）
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
鎌
倉
初
期
に
書
写
さ
れ
た
巻
子
本
へ
、
中
世
後
期
に
卜
部
兼
右
（
？
～

一
五
七
三
）
が
花
押
を
付
し
た
も
の
が
本
写
本
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
私
見
に
よ
っ
て
も
、
本
写
本
に
記
さ
れ
た
文
字
情
報
が
、
中
原
家
本
・
葉
室
家

本
な
ど
と
比
較
し
て
、
古
態
を
残
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
（
詳
細
は
後
述
）
。
し
か
し
写

本
の
書
写
年
代
を
判
断
す
る
際
、
記
載
内
容
の
時
期
的
な
下
限
（
こ
の
場
合
は
忌
日
）
の

み
を
材
料
と
す
る
方
法
論
は
、
再
考
の
余
地
が
大
き
い
。
と
く
に
、
こ
の
種
の
史
料
の
場
合
、

記
載
情
報
の
下
限
は
親
本
の
本
格
的
な
利
用
期
間
の
範
囲
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
先
の
理
解
は

親
本
の
利
用
終
了
時
期
＝
当
該
写
本
の
成
立
時
期
と
い
う
、
証
明
さ
れ
ざ
る
前
提
に
基
づ
く

仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
方
法
論
に
基
づ
け
ば
、
古
写
本
を
近
代
以
降
に
書
写
し
た
と

し
て
も
、
古
い
時
期
の
写
本
と
認
定
さ
れ
か
ね
な
い
。
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そ
も
そ
も
本
写
本
が
全
文
一
筆
で
写
さ
れ
、
本
文
中
に
別
筆
に
よ
る
加
筆
・
訂
正
の
形
跡

が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
、
書
写
後
、
現
実
的
な
利
用
に
供
さ
れ
た
可
能
性
が
低
い
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
も
、
本
写
本
が
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
な
ど
と
比
べ
て
、
か

な
り
下
っ
た
時
期
の
成
立
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
文
中
に
見
え
る
情
報
が
鎌

倉
初
期
ま
で
の
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
写
本
の
成
立
自
体
を
そ
の
時
期
と

想
定
す
る
こ
と
は
、
勇
み
足
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
と
え
ば
花
押
が
付
さ
れ
た
末
尾
の
白
紙
（
第
二
二
紙
）
が
本
体
と
同
質
紙
で
あ
る
こ
と

を
念
頭
に
置
け
ば
、
卜
部
兼
右
が
花
押
を
付
し
た
の
は
本
文
の
書
写
と
同
時
期
と
い
う
想
定

も
十
分
に
成
り
立
つ
（
７
）
。
そ
も
そ
も
成
立
後
、
数
百
年
経
っ
て
か
ら
偶
然
入
手
し
た
巻
子

に
、
伝
来
や
入
手
経
緯
な
ど
へ
の
言
及
も
な
い
ま
ま
入
手
者
（
卜
部
兼
右
）
が
自
身
の
姓
名

の
み
を
記
載
す
る
と
い
う
事
例
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
珍
し
い
。
本
文
の
書
体
を
鎌
倉
初
期

と
す
る
に
は
違
和
感
が
大
き
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
巻
子
奥
に
花
押
を
付
し
た
卜
部
兼
右

が
本
写
本
の
成
立
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
（
＝
本
写
本
の
成
立
時
期
は
中
世
末
期
）
可
能
性

を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

【
伝
来
】

成
立
後
、
卜
部
家
で
所
蔵
さ
れ
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
同
家
か
ら
の
流
出
時
期
は
不
明
だ

が
、
現
在
で
は
大
東
急
記
念
文
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
（
函
架
番
号 
一
〇
六
―
一
三
―
一)

。

大
東
急
記
念
文
庫
（
五
島
慶
太
）
と
、
そ
の
前
身
に
当
た
る
久
原
文
庫
（
久
原
房
之
助
）
・

古
梓
堂
文
庫
（
藤
田
政
輔
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
少
な
く
な
い
が
、
本
史
料

に
は
「
古
梓
堂
文
庫
」
の
ラ
ベ
ル
が
見
え
な
い
の
で
、
久
原
文
庫
・
古
梓
堂
文
庫
の
段
階
か

ら
所
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
。
ト
部
（
吉
田
）
家
の
蔵
書
は
一
九
四
九
年
三
月
頃
か

ら
段
階
的
に
売
却
さ
れ
て
お
り
（
反
町 

一
九
八
九
）
、
本
史
料
の
家
外
流
出
も
こ
の
時
期

以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
状
況
証
拠
に
基
づ
き
、
本
史
料
が
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
た
の
は
、
久
原
文
庫
の
買
収
（
一
九
四
八
年
）
以
降
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

【
書
誌
】

外
題
に
「
年
中
行
事
秘
抄
」
（
題
簽
）
・
内
題
に
「
年
中
行
事
秘
抄
〈
近
代
〉
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
ま
た
表
紙
見
返
に
「
仁
和
元
年
五
月
廿
三
日
／
年
中
行
事
障
子
〈
昭
宣
公
□
□

□
□
献
之
〉
」
（
押
紙
）
と
あ
る
が
、
紙
質
は
本
紙
と
は
異
な
る
（
こ
の
押
紙
は
、
過
去
の

包
紙
の
一
部
か
も
し
れ
な
い
）
。

巻
子
本
で
、
寸
法
は
縦
三
〇
．
一
×
横
五
二
．
〇
（
第
一
紙
）
＋
横
五
三
．
〇
（
第
二

紙
）
…
と
、
第
二
十
一
紙
ま
で
五
〇
㎝
強
の
幅
の
紙
が
継
が
れ
て
い
る
。
な
お
紙
の
上
下
の

耳
の
部
分
は
多
少
厚
め
な
の
で
、
利
用
に
先
立
つ
化
粧
断
ち
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い

と
推
定
さ
れ
る
。
紙
継
目
は
お
お
よ
そ
三
～
四
㎜
（
順
継
）
だ
が
、
幅
二
㎜
く
ら
い
の
箇
所

も
あ
る
。
糊
代
の
変
色
は
な
い
の
で
澱
粉
質
の
糊
を
利
用
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
（
継
目

の
み
虫
損
を
生
じ
て
い
る
箇
所
が
目
立
つ
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
）
。
な
お
当
初
の
糊
の
粘

着
力
不
足
に
よ
り
分
離
し
た
ら
し
き
箇
所
（
上
半
で
複
数
）
で
、
後
日
に
別
組
成
の
糊
（
茶

色
な
の
で
膠
か
大
豆
糊
か
）
を
追
加
で
塗
布
し
て
い
る
箇
所
が
複
数
あ
る
。

全
体
の
構
成
は
、
表
紙
見
返
＋
二
一
枚
＋
軸
付
紙
と
な
っ
て
い
る
。
内
訳
は
正
月
（
第
一

紙
～
）
・
「
校
合
了
」
（
第
二
一
紙
）
・
「
右
兵
衛
督
卜
部
（
花
押
）
」
（
第
二
二
紙
）
と

な
っ
て
い
る
。
全
体
を
通
し
て
紙
に
虫
損
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
て
お
ら
ず
、
下
方
に
う
す
い

連
続
染
み
が
あ
る
程
度
で
、
保
存
状
態
は
よ
い
。
な
お
巻
子
後
半
（
二
十
～
二
十
一
紙
）
も

軸
付
紙
（
幅
二
一
．
五
㎝
）
も
、
前
半
と
同
質
紙
で
あ
る
。

本
文
は
、
後
半
部
分
も
含
め
全
文
一
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
部
、
書
写
の
際
の
擦
り
消

し
痕
な
ど
は
あ
る
が
、
異
本
注
記
（
た
と
え
ば
一
紙
目
末 

頭
書
「
関摂
関
イ白
」
）
は
親
本
か
ら

そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
ら
し
く
、
書
写
後
に
加
筆
・
項
目
追
記
が
加
え
ら
れ
た
痕
跡
は
確
認

で
き
な
い
。
つ
ま
り
親
本
の
段
階
ま
で
は
各
種
の
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
卜
部
家
本
そ

の
も
の
に
は
利
用
の
痕
跡
は
見
当
た
ら
ず
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
が
実
用
さ
れ
て
い
た
時
期

（
～
中
世
前
期
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

【
紙
質
】

紙
は
楮
紙
。
繊
維
は
表
裏
両
面
で
縦
・
横
に
強
い
方
向
性
を
示
す
の
で
、
両
方
向
に
振
っ

た
流
し
漉
き
技
法
で
漉
か
れ
た
紙
と
判
断
さ
れ
る
。
透
過
光
に
よ
る
観
察
で
は
漉
き
ム
ラ
は

少
な
く
、
こ
の
点
か
ら
も
技
術
的
に
安
定
し
た
レ
ベ
ル
の
流
し
漉
き
技
法
で
漉
か
れ
た
可
能

性
が
高
い
。
糸
目
は
二
．
七
㎝
、
簀
目
は
二
一
本
／
三
㎝
（
第
一
紙
）
だ
が
、
全
体
に
い
ず

れ
も
見
え
に
く
い
。
漉
い
て
い
る
間
は
簀
を
強
く
揺
ら
し
続
け
た
う
え
、
漉
き
終
わ
っ
た
後

は
簀
目
が
紙
面
に
定
着
す
る
前
に
漉
簀
か
ら
サ
ッ
と
剥
い
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
特
徴
か
ら
も
、
簀
を
一
定
時
間
に
渡
っ
て
固
定
す
る
溜
め
漉
き
の
技
法
は
使
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
以
上
の
諸
傾
向
か
ら
は
、
中
世
後
期
以
降
に
漉
か
れ
た
紙
で
あ
る

と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
繊
維
間
に
不
純
物
の
混
入
は
見
当
た
ら
ず
、
填
料
の
類
は
加

え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
前
述
し
た
虫
損
の
少
な
さ
も
、
こ
う
し
た
丁
寧
な
洗
浄
や

填
料
の
無
添
加
と
関
係
が
あ
ろ
う
）
。
未
叩
解
繊
維
が
時
々
見
え
る
が
、
未
蒸
解
繊
維
は
ほ
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と
ん
ど
な
く
、
丁
寧
な
チ
リ
取
り
作
業
が
行
わ
れ
た
と
分
か
る
。

表
面
加
工
と
し
て
は
、
丁
寧
な
打
紙
が
施
さ
れ
て
い
る
（
大
東
急
記
念
文
庫 

一
九
八
一

が
「
用
紙
鳥
の
子
」
と
表
現
す
る
の
は
、
表
面
の
ク
リ
ー
ム
色
の
色
調
に
注
目
し
た
結
果
だ

ろ
う
）
。
そ
の
た
め
に
硬
め
（
高
密
度
）
の
紙
と
な
り
、
巻
き
取
り
の
過
程
で
発
生
し
た
と

お
ぼ
し
き
巻
皺
が
多
数
確
認
さ
れ
る
。
触
診
に
よ
れ
ば
、
現
状
で
も
一
〇
〇
μ
m
を
越
え
る

厚
い
紙
な
の
で
（
機
器
を
使
っ
た
正
確
な
紙
厚
計
測
は
所
蔵
主
体
の
意
向
を
踏
ま
え
て
控
え

た
）
、
打
紙
前
に
は
か
な
り
厚
い
紙
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
紙
が
全
体
に
茶
色
っ
ぽ
い
こ

と
や
、
と
く
に
何
枚
か
の
紙
全
体
に
茶
色
が
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
表
面
へ
の
塗
布
物
に
起

因
す
る
後
世
の
変
色
と
い
う
よ
り
、
強
い
打
紙
加
工
に
よ
っ
て
生
じ
た
紙
焼
け
の
可
能
性
が

高
い
。
こ
う
し
た
加
工
を
経
て
い
る
た
め
、
表
裏
と
も
に
墨
の
乗
り
は
と
て
も
よ
い
（
墨
の

乗
り
か
ら
み
て
、
ニ
カ
ワ
も
塗
布
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
。

各
紙
の
紙
厚
に
は
バ
ラ
ツ
キ
も
あ
る
が
、
ど
の
紙
も
漉
簾
の
糸
目
は
二
．
七
～
二
．
八
㎝

の
幅
に
収
ま
る
の
で
、
同
じ
簾
を
使
っ
て
同
時
に
漉
か
れ
た
紙
と
考
え
ら
れ
る
（
同
時
に
漉

か
れ
た
紙
で
も
、
紙
料
液
の
濃
度
の
変
化
に
よ
っ
て
後
半
ほ
ど
薄
く
な
る
こ
と
は
珍
し
く
な

い)

。
【
奥
書
】

書
写
過
程
や
伝
来
な
ど
を
明
確
に
記
す
奥
書
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
関
連

情
報
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
都
督
江
納
言
以
近
代
公
事
被
撰
定
〈
云
々
〉
」
（
第
一
九
紙
）

「
校
合
了
」
（
第
二
一
紙
）

「
右
兵
衛
督
卜
部
（
花
押
）
」
（
第
二
二
紙
）

【
考
察
】

卜
部
家
本
が
、
諸
写
本
の
な
か
で
は
比
較
的
古
い
内
容
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
私
も
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
と
同
意
見
で
あ
る
。
た
だ
し
い
く
つ
か
の
主
張
に
つ
い
て

は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

（
１
）
卜
部
家
本
を
「
鎌
倉
初
期
写
」
と
す
る
想
定
に
つ
い
て

西
本
論
文
で
は
卜
部
家
本
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
』

の
「
鎌
倉
初
期
写
」
と
い
う
想
定
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
再
三
強
調
す
る
が
、
と
く
に
独
自

の
検
討
成
果
は
示
し
て
い
な
い
（
８
）
。
『
貴
重
書
解
題
』
は
「
「
後
高
倉
院
」
の
こ
と
が
見

え
、
そ
の
院
号
の
定
ま
っ
た
時
点
で
の
補
記
が
あ
り
、
ほ
ぼ
そ
の
当
時
の
写
か
」
と
い
う
理

解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
補
記
」
が
「
院
号
の
定
ま
っ
た
時
点
」
の
も
の
と
仮
定
し

た
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
存
す
る
卜
部
家
本
そ
の
も
の
を
「
ほ
ぼ
そ
の
当
時
の

写
」
と
断
定
で
き
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
書
写
年
代
の
確
定
に
際
し
て
は
、
よ
り
厳
密
な

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

卜
部
家
本
が
、
親
本
の
原
態
を
十
分
に
留
め
て
い
な
い
可
能
性
は
、
た
と
え
ば
「
五
月
最

勝
講
事
」
裏
書
が
略
写
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
確
認
で
き
る
（
→
第
五
節
）
。
当
該
部
分
の

記
載
が
中
原
家
の
人
物
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
情
報
で
あ
る
こ
と
は
西
本
氏
も
指
摘
す
る
と

お
り
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
考
え
る
と
卜
部
家
本
は
中
原
家
に
お
い
て
裏
書
を
書
き
込
ん
だ
段

階
以
降
に
、
さ
ら
に
略
写
さ
れ
た
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
頭
書
や
傍
書
で
は
な
く
本
文
中

に
後
高
倉
院
（
一
一
七
九
～
一
二
二
三
）
の
忌
日
を
挙
げ
て
い
る
（
＝
頭
書
・
傍
書
の
形
式

で
記
載
さ
れ
た
情
報
で
あ
れ
ば
、
本
文
よ
り
後
の
時
期
の
加
筆
作
業
の
成
果
の
可
能
性
が
高

く
、
本
文
の
み
は
も
う
少
し
早
い
段
階
で
成
立
し
た
可
能
性
も
推
定
で
き
る
）
こ
と
な
ど
を

踏
ま
え
れ
ば
、
記
載
内
容
の
み
か
ら
検
討
し
た
場
合
で
も
、
書
写
年
代
は
鎌
倉
初
期
よ
り
下

る
可
能
性
が
十
分
あ
る
。

（
２
）
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
撰
者
を
大
江
匡
房
と
す
る
想
定
に
つ
い
て

こ
の
点
に
関
す
る
西
本
説
の
主
要
な
根
拠
は
、
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
十
二
月
条
末
に
見

え
る
「
都
督
江
納
言
、
以
二
近
代
公
事
一
、
被
二
撰
定
一
云
々
」
（
識
語
）
と
い
う
記
載
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
情
報
は
、
も
し
古
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
記
主
自
身
が
書
い
た
も

の
で
は
な
い
の
で
、
史
料
の
形
成
過
程
を
考
え
る
際
は
参
考
程
度
の
扱
い
に
止
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
本
写
本
そ
の
も
の
が
鎌
倉
初
期
の
古
写
本
で
あ
る
と
確
定
で
き
な
い

以
上
、
こ
の
記
載
が
そ
れ
以
前
に
遡
る
も
の
と
は
判
断
で
き
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
八
月
条
で
卜
部
家
本
が
引
用
す
る
「
帥
大
臣
記
」
が
「
私
記
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
（
＝
帥
大
臣
記
の
著
者
が
本
文
執
筆
者
）
と
も
解
釈
し
う
る
箇
所
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
異
な
る
解
釈
も
可
能
で
あ
る
（
以
下
に
、
西
本 

二
〇
〇
三
Ｂ
に
お
け
る
翻
刻
も
参
考
に
し
つ
つ
、
該
当
箇
所
の
本
文
を
掲
げ
て
お
く
。
《
》

は
傍
書
）
。

八
月
上
丁
釈
奠
事
／
上
丁
当
日
触
若
国
忌
者
、
用
中
丁
、
若
重
延
引
者
停
止
、
不
用

下《
可
見
私
記
》

丁
◦
、
帥
大
臣
記
、
海
涼
説
云
々
、
善
澄
歟
、

西
本
論
文
は
、
こ
の
部
分
の
構
成
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
「
可
見
私
記
」
と
の
み
あ
っ
た

箇
所
に
、
の
ち
に
「
帥
大
臣
記
…
」
と
追
記
さ
れ
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
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「
可
見
私
記
」
は
「
帥
大
臣
記
」
に
付
さ
れ
た
傍
書
で
は
な
く
、
「
下
丁
」
の
下
に
付
さ
れ

た
挿
入
符
○
に
対
応
し
た
記
載
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
西
本
は
「
「
可
見
私
記
」

と
の
注
記
を
加
え
た
の
は
中
原
師
遠
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
師
遠
が
『
江
家

次
第
』
を
「
私
記
」
と
称
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
」
（
注
二
三
）
と
補
足
説
明
す
る
が
、

「
自
身
の
何
ら
か
の
著
作
（
た
と
え
ば
『
師
遠
年
中
行
事
』
）
の
当
該
項
も
参
照
」
の
意
で

追
記
し
た
と
解
釈
す
れ
ば
問
題
な
い
。

そ
も
そ
も
、
広
橋
家
本
を
は
じ
め
と
す
る
他
本
に
は
「
可
見
私
記
」
の
四
文
字
が
な
い

（
写
真
：
１
）
こ
と
も
、
こ
の
記
載
が
卜
部
家
本
（
の
親
本
）
の
利
用
過
程
で
後
次
的
に
付

さ
れ
た
（
「
私
記
」
＝
大
江
匡
房
の
著
書
と
い
う
対
応
関
係
は
見
い
だ
せ
な
い
）
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。
た
し
か
に
西
本
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
『
江
家
年
中
行
事
』
と
『
年
中
行

事
秘
抄
』
と
の
間
に
内
容
的
な
継
承
関
係
は
認
め
う
る
が
（
詳
細
は
忌
日
の
事
例
で
後
述
）
、

後
者
の
成
立
に
関
し
て
匡
房
本
人
の
関
与
ま
で
想
定
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
た
と
え
ば
卜
部
家
本
に
見
え
る
大
江
匡
房
の
著
作
へ
の
言
及
（
六
箇

所
）
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

①
正
月
元
日 

立
春
日
主
氷
司
献
立
春
水
事
「
江
帥
次
第
云
」

②
六
月
冒
頭
「
見
江
帥
記
」

③
八
月
上
丁 

釈
奠
事
「
帥
大
臣
記
」
（
本
文
の
脇
に
付
さ
れ
た
書
き
込
み
）

④
九
月
冒
頭 

「
見
江
記
」

⑤
九
月
九
日 

重
陽
宴
事
「
江
次
第
云
」
（
裏
書
）

⑥
十
二
月
冒
頭
「
見
江
記
」

西
本
は
③
を
め
ぐ
っ
て
大
江
匡
房
の
関
与
を
示
す
と
理
解
し
、
そ
う
し
た
分
析
を
根
拠
と

し
て
六
カ
所
の
全
記
載
を
「
大
江
匡
房
に
よ
る
草
稿
本
の
痕
跡
が
一
部
残
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
実
も
ま
た
『
年
中
行
事
秘
抄
』
が
大
江
匡
房
の
著
作
で
あ

る
こ
と
を
示
す
一
傍
証
」
（
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
）
と
位
置
づ
け
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
そ

う
し
た
理
解
は
難
し
い
。

参
考
ま
で
に
、
以
上
の
六
箇
所
に
お
け
る
大
江
匡
房
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
簡
単写真：1写真：2
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に
検
討
し
て
お
こ
う
。
記
載
形
式
や
表
現
か
ら
す
る
と
、
こ
の
う
ち
の
②
・
④
・
⑥
の
三
箇

所
と
そ
れ
以
外
の
三
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
人
の
手
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
の
記
載
は
転
写
の
際
に
失
わ
れ
た
重
層
性
の
残
滓
（
＝
書
写
以
前
に
は
実
際
の
利
用
に

供
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
）
と
見
な
せ
よ
う
。
こ
の
う
ち
本
文
直
下

に
付
さ
れ
た
前
者
の
注
記
は
い
ず
れ
も
広
橋
家
本
に
も
み
え
る
の
で
（
写
真
：
２
）
、
原
本

の
段
階
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
も
高
い
。
そ
し
て
「
江
帥
記
」
な
ど
と
い
う
記
載
形
式
か
ら

す
れ
ば
、
大
江
匡
房
自
身
の
関
与
は
想
定
し
が
た
い
。

第
四
節 

広
橋
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

【
成
立
】

現
状
でH

-63-333

は
巻
子
本
（
二
巻
）
か
ら
な
り
、
い
ず
れ
も
外
題
に
同
筆
で
「
年
中

行
事
秘
抄
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
筆
跡
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
一
巻

（H
-63-333-1

）
の
内
容
は
『
年
中
行
事
』
で
、
本
論
文
で
検
討
す
る
第
二
巻
（H

-63-333-
2

）
の
み
が
『
年
中
行
事
秘
抄
』
で
あ
る
（
９
）
。
本
写
本
の
存
在
は
十
分
周
知
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
論
文
末
に
全
体
写
真
を
掲
げ
て
お
く
。

こ
れ
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
奥
書
の
類
は
一
切
な
く
、
巻
子
の
冒
頭
部
分
も
失
わ
れ

て
い
る
の
で
、
成
立
・
伝
来
の
具
体
的
な
様
相
は
判
明
し
な
い
。
成
立
時
期
に
関
し
て
、
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
目
録
』
（
同
館
、
二
〇
一
九
年
）

は
「
南
北
朝
時
代
」
、
館
蔵
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
「
室
町
時
代
」
と
す
る
。
た
だ
し
特
段

の
根
拠
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
紙
の
漉
き
方
な
ど
か
ら
す
る
と
中
世
前
期
の
写
本
と
考
え

て
も
問
題
な
い
。

本
文
は
、
五
月
半
ば
以
降
の
記
事
の
み
現
存
す
る
。
記
載
情
報
は
、
本
文
・
裏
書
（
現
状

で
は
本
文
と
同
じ
表
面
の
各
月
末
尾
に
書
写
）
・
追
記
の
三
種
に
分
か
れ
、
前
二
者
は
ほ
ぼ

同
時
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
掲
載
項
目
数
は
、
葉
室
家
系
本
の
約
八
二
％
、
中
原

家
系
本
の
約
八
四
％
程
度
に
止
ま
る
（
現
存
範
囲
の
み
で
比
較
）
。
月
に
よ
っ
て
も
異
な
る

が
、
こ
の
う
ち
本
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
項
目
は
全
体
の
七
〇
％
程
度
で
、
残
り
は
裏
書
や

行
間
・
上
部
間
空
へ
の
追
記
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
点
で
、
他
系
統
本
と
は
異
質
な
構
成
を
な

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
情
報
の
対
応
関
係
を
見
る
限
り
、
広
橋
家
本
は
葉
室
家
本
よ
り

も
中
原
家
系
本
に
近
い
内
容
を
持
つ
。
た
だ
し
本
文
（
追
記
部
分
で
は
な
く
）
の
多
く
の
箇

所
で
両
系
統
の
情
報
を
混
在
さ
せ
て
い
る
点
は
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
う
し
た
実
態
は
、
後

世
に
複
数
段
階
の
増
補
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
諸
系
統
本
が
共
通
祖
本
の
情
報
を
一
部

略
し
な
が
ら
転
写
し
て
い
た
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
文
に
は
、
複
数
段
階
に
お
い
て
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
広
橋
家

本
を
素
材
と
し
て
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
見
え
る
追
記
の
実
態
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
た

と
え
ば
広
橋
家
本
の
本
文
に
掲
載
さ
れ
る
忌
日
の
下
限
を
確
認
し
て
お
く
と
、
二
条
天
皇

母
の
懿
子
（
～
一
一
四
三
）
の
事
例
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、

『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
一
二
世
紀
初
頭
ま
で
に
原
形
が
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
広
橋
家
本
の
本
文
が
懿
子
の
忌
日
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
写
本
が
転
写

さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
本
文
の
行
間
（
あ
る
い
は
行
頭
）
な
ど
に
懿
子
の
忌
日
を
追
記
し

た
親
本
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
広
橋
本
を
書
写
し
た
年
代
が
一
二
世
紀
中
頃
以
降
で
あ
る
こ

と
を
示
す
情
報
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
例
は
、
親
本
で
は
追
記
の
か
た
ち
で

存
在
し
た
情
報
が
、
書
写
に
際
し
て
本
文
化
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上

の
よ
う
な
現
象
を
踏
ま
え
る
と
、
諸
写
本
に
お
い
て
特
定
項
目
が
本
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

部
分
は
、
親
本
か
ら
そ
の
写
本
を
書
写
す
る
以
前
に
は
、
異
な
る
形
態
を
採
っ
て
い
た
可
能

性
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

あ
わ
せ
て
広
橋
家
本
に
お
け
る
追
記
部
分
の
忌
日
の
下
限
を
確
認
し
て
お
く
と
、
二
条
天

皇
（
～
一
一
六
五
）
・
崇
徳
天
皇
（
～
一
一
六
四
）
の
事
例
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
、
葉
室

家
本
・
中
原
家
本
の
本
文
に
掲
載
さ
れ
る
建
春
門
院
（
～
一
一
七
六
）
は
見
え
ず
、
ま
た

中
原
家
本
・
卜
部
家
本
の
本
文
に
掲
載
さ
れ
る
後
高
倉
院
（
～
一
二
二
三
）
も
見
え
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
る
と
、
本
写
本
に
お
け
る
忌
日
の
加
筆
は
六
条
朝
（
一
一
六
五
～

六
八
）
頃
を
最
後
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
五
月
以
前
の
前
闕
部
分
の
記
載
を
除
い

た
想
定
）
。

こ
の
他
、
注
目
さ
れ
る
項
目
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
「
伊
都
岐
島
祭
官
幣
立
事
」

（
十
月
下
亥
）
は
、
広
橋
家
本
で
は
行
頭
に
追
記
さ
れ
て
お
り
（
中
原
家
本
で
は
本
文
に
掲

示
）
、
本
文
書
写
後
に
加
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
逆
に
い
え
ば
親
本
を
書
写
し
た
時
期

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
項
目
と
推
定
さ
れ
る
。
平
家
の
厳
島
信
仰
に
伴
う
中
央
政
府
の
同

社
の
祭
祀
へ
の
関
与
に
関
し
て
は
小
倉 

一
九
五
二
・
松
井 

二
〇
〇
八
な
ど
の
研
究
が
あ
り
、

と
く
に
近
年
の
瀬
戸 

二
〇
一
六
に
よ
れ
ば
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
に
勅
使
が
差
遣
さ

れ
る
重
要
な
官
祭
の
一
つ
と
し
て
初
申
祭
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

『
年
中
行
事
秘
抄
』
へ
の
書
き
込
み
も
、
こ
の
あ
た
り
の
政
治
状
況
と
の
関
連
を
想
定
す
べ
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き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
情
報
に
加
え
て
、
広
橋
家
本
に
引
用
さ
れ
る
勘
物
の
下
限
が
養
和

元
年
（
一
一
八
一
）
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
頃
を
境
と
し
て
情
報
の
追
記
自
体

が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
様
相
が
う
か
が
え
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
広
橋
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
、
一
二
世
紀
中
頃
に
親
本
か

ら
筆
写
さ
れ
た
の
ち
、
一
一
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
追
記
が
加
え
ら
れ
続
け
た
写
本
と
想
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
成
立
後
、
三
〇
年
程
度
の
利
用
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し

た
分
析
は
追
記
箇
所
の
筆
跡
が
お
お
よ
そ
本
文
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
と
も
整
合
性
を
認
め
ら

れ
る
。

な
お
利
用
の
過
程
で
加
筆
さ
れ
た
情
報
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
ほ
か
、
た
と

え
ば
「
御
節
供
事
」
（
五
月
五
日
条
）
・
「
造
酒
司
始
献
醴
酒
」
（
六
月
一
日
）
・
「
祈
年

穀
奉
幣
事
」
（
七
月
末
）
な
ど
に
付
さ
れ
た
「
イ
本
」
注
記
（
三
箇
所
）
の
存
在
か
ら
も

う
か
が
え
る
（
写
真
：
３
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
）
。
い
ず
れ
も
現
存
す
る
他
本
に
は
見
え
な
い
情
報

ば
か
り
で
、
広
橋
家
本
へ
こ
れ
ら
の
情
報
が
加
筆
さ
れ
た
時
期
に
は
、
現
存
し
な
い
内
容
を

持
っ
た
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
写
本
が
出
回
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
三
例

の
う
ち
「
御
節
供
事
」
は
全
文
が
行
間
へ
の
追
記
で
あ
り
、
広
橋
家
本
の
親
本
に
は
こ
の
項

目
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
『
年
中
行
事
秘
抄
』

の
写
本
が
流
布
す
る
状
況
は
中
世
前
期
の
う
ち
に
収
斂
し
て
い
き
、
後
期
以
降
に
な
る
と
中

原
家
本
と
葉
室
家
本
の
二
系
統
に
限
定
さ
れ
た
展
開
状
況
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
伝
来
】

以
上
の
分
析
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
写
本
が
ど
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
作
成
・
利
用

さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
判
明
し
な
い
。
中
世
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に

伝
来
し
て
い
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
広
橋
家
旧
蔵
本
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ほ

か
所
蔵
）
を
広
く
見
渡
せ
ば
、
同
筆
の
史
料
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら

現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

よ
う
や
く
「
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
） 

広
橋
家
記
録
類
目
録
」
（
後
述
）
に
、
本
書
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
写
本
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
く
と
も
幕
末
ま
で
に
は
同

家
で
所
蔵
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
大
正
期
に
至
り
岩
崎
家
・

東
洋
文
庫
な
ど
を
へ
て
、
現
在
で
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
資
料

番
号H

-63-333

）
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

【
書
誌
】

こ
の
巻
子
本
は
前
欠
で
、
現
存
す
る
の
は
五
月
五
日
条
の
途
中
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
巻
子

冒
頭
（
第
一
紙
の
端
）
に
見
え
る
「
松
」
（
丹
書
）
注
記
は
、
本
史
料
の
広
橋
家
に
お
け
る

保
管
状
況
を
示
す
記
載
で
あ
る
。
記
載
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
前
欠
部
分
が
失
わ
れ
た
後
に
書

き
込
ま
れ
た
注
記
と
推
定
で
き
る
。
色
調
は
本
文
に
関
連
す
る
朱
書
（
合
点
や
「
裏
書
云
」

な
ど
）
と
似
通
っ
て
い
る
が
、
両
者
が
同
時
に
書
か
れ
た
と
す
る
と
本
文
に
付
さ
れ
た
朱
書

の
性
格
が
理
解
し
に
く
く
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
近
世
以
降
に
お
け
る
整
理
の
過
程
で
付
さ

れ
た
記
載
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
そ
う
考
え
る
と
、
「
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
） 

広
橋
家
記
録
類
目
録
」
（
喜
多 

二
〇
一
九
）
で
「
松
」
の
部
門
に
記
さ
れ
る
の
が
「
一
、
年
中
行
事
〈
四
辻
殿
御
筆
〉　

一
巻
」
（
現
在
のH

-63-333-1

）
の
み
で
、
当
該
史
料
（H

-63-333-2

）
は
「
宮
」
の
部
門

に
「
一
、
年
中
行
事
秘
抄
〈
奥
内
侍
所
御
事
并
／
清
涼
殿
行
事
〉　

一
巻
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
齟
齬
す
る
が
、
整
理
の
過
程
で
各
種
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
た
痕
跡
を
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
の
段
階
で
は
、
前
者
は
「
珍
貴

書
類
乙
」
の
「
二
六　

年
中
行
事
〈
頼
資
卿
筆
〉　

一
巻
」
に
、
後
者
は
「
儀
式
部
類
」

（
第
二
十
号
函
）
の
「
一
〇
二　

年
中
行
事
秘
抄　

一
巻
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
伴
瀬 

二
〇
一
三
）
。

各
紙
の
寸
法
は
、
縦
二
六
．
四
×
横
二
八
．
六
（
後
補
表
紙
）
＋
一
〇
．
三
（
第
一
紙
）

＋
三
五
．
〇
＋
四
三
．
三
＋
四
三
．
五
＋
四
三
．
三
＋
四
四
．
〇
＋
四
三
．
三
＋
四
三
．
四

＋
四
三
．
八
＋
四
三
．
六
＋
三
六
．
五
＋
四
三
．
三
＋
四
三
．
四
＋
四
三
．
八
＋
四
三
．
七

＋
四
三
．
一
＋
四
三
．
五
＋
三
六
．
七
＋
四
三
．
三
＋
四
三
．
七
＋
四
三
．
四
＋
四
三
．
八

＋
四
三
．
六
＋
四
三
．
五
＋
四
四
．
〇
＋
四
三
．
八
＋
四
三
．
七
＋
四
三
．
八
＋
四
三
．
四

（
第
二
十
九
紙
）
＋
二
．
六
㎝
（
軸
紙
）
と
な
っ
て
い
る
。
縦
幅
が
同
時
期
の
標
準
的
な
紙

と
比
べ
て
短
い
が
、
現
状
を
見
る
限
り
、
上
下
で
大
幅
に
化
粧
断
ち
し
た
痕
跡
は
見
当
た
ら

ず
、
も
と
も
と
小
さ
め
な
紙
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
軸
は
木
製
で
、
径
一
．
五
×
長

二
七
．
八
㎝
で
あ
る
。

各
紙
の
継
目
は
い
ず
れ
も
順
継
で
、
幅
は
〇
．
一
～
〇
．
四
㎝
と
場
所
に
よ
っ
て
変
動
が

著
し
い
。
な
お
、
か
な
り
の
部
分
で
継
直
痕
が
明
白
だ
っ
た
り
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
両
側

の
紙
が
重
な
っ
て
い
な
い
（
＝
次
紙
と
連
続
す
る
よ
う
に
台
紙
に
貼
り
付
け
て
あ
る
だ
け
）

箇
所
も
少
な
く
な
く
、
旧
態
を
残
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
継
ぎ
直
し
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（
修
補
）
は
、
と
く
に
前
半
に
激
し
い
連
続
破
損
（
焼
損
・
虫
損
）
と
の
関
係
で
生
じ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
本
史
料
の
前
半
部
（
五
月
冒
頭
以
前
）
が
欠
失
し
て
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
焼
損
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
ろ
う
。

紙
面
に
は
、
計
五
本
の
横
界
線
（
薄
墨
）
が
引
か
れ
て
い
る
。
位
置
は
、
紙
の
天
側
か
ら

順
に
〇
．
五
、
一
．
四
、
一
〇
．
五
、
一
．
四
、
一
一
．
五
（
地
側
か
ら
一
．
一
）
㎝
の
箇

所
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
～
四
本
目
の
横
界
は
書
写
に
際
し
て
利
用
さ
れ
た
痕
跡
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
ど
の
よ
う
な
見
通
し
に
基
づ
い
て
引
か
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
縦

界
線
（
薄
墨
）
が
界
幅
三
．
六
～
三
．
七
㎝
（
四
三
㎝
幅
の
紙
で
一
二
行
）
の
間
隔
で
引
か

れ
て
い
る
。

【
紙
質
】

紙
繊
維
は
楮
で
あ
る
。
漉
き
方
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
全
面
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
観
察

で
き
な
い
（
糸
目
・
簀
目
と
も
に
視
認
で
き
な
い
）
が
、
表
面
の
繊
維
は
縦
方
向
に
強
く
流

れ
て
い
る
。
ま
た
透
過
光
観
察
に
よ
る
と
、
全
体
に
漉
き
ム
ラ
が
目
立
ち
、
切
断
さ
れ
た
未

蒸
解
繊
維
片
の
混
入
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
三
つ
の
特
徴
か
ら
す
る
と
、
紙
漉
き
前
半
の
過

程
は
流
し
漉
き
方
式
で
、
後
半
は
溜
め
漉
き
方
式
で
行
う
所
謂
「
半
流
し
漉
き
」
の
技
法
で

漉
か
れ
た
紙
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
刷
毛
目
が
各
所
に
見
え
る
の
は
、
乾
燥
板
へ
の
張
り
付

け
（
あ
る
い
は
ニ
カ
ワ
塗
布
）
の
際
、
強
め
に
刷
毛
を
使
う
人
物
が
作
業
を
行
っ
た
結
果
だ

ろ
う
。

紙
の
表
面
は
比
較
的
平
滑
で
、
墨
の
乗
り
を
観
察
し
て
も
、
場
所
に
よ
っ
て
少
々
か
す
れ

る
程
度
で
、
全
体
的
に
乗
り
は
よ
い
。
顕
微
鏡
観
察
に
よ
る
と
、
繊
維
間
は
比
較
的
密
な
の

で
、
標
準
的
な
打
紙
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
繊
維
の
密
度
と
比

べ
て
墨
の
乗
り
が
よ
い
状
況
を
念
頭
に
置
く
と
、
打
紙
加
工
に
加
え
て
ニ
カ
ワ
の
類
を
塗
布

し
て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

現
状
で
は
全
面
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
正
確
な
紙
の
厚
さ
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く

紙
厚
五
〇
μ
m
以
下
の
非
常
に
薄
い
紙
で
あ
る
（
打
紙
前
は
倍
近
い
厚
さ
だ
っ
た
ろ
う
）
。

現
状
の
紙
厚
（
裏
打
紙
を
含
む
）
は
平
均
し
て
九
五
～
一
〇
五
μ
m
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
が
、

な
か
で
も
第
三
・
四
・
二
十
・
二
十
一
・
二
十
三
の
各
紙
は
七
〇
～
八
〇
μ
m
程
度
と
、
や

や
薄
め
で
あ
る
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
紙
も
顕
微
鏡
観
察
に
よ
れ
ば
繊
維
間
に
不
純
物
が
目
立
つ
。
ま
た
透

過
光
で
観
察
す
る
限
り
チ
リ
取
り
作
業
が
雑
な
よ
う
で
、
全
体
に
未
叩
解
繊
維
・
未
蒸
解
繊

維
が
散
見
さ
れ
、
五
㎜
ほ
ど
の
長
さ
に
切
断
さ
れ
た
未
蒸
解
繊
維
片
が
少
量
混
入
す
る
傾
向

も
共
通
す
る
（
つ
ま
り
、
あ
ま
り
丁
寧
に
作
ら
れ
た
紙
と
は
評
価
で
き
な
い
）
。
同
じ
機
会

に
漉
い
た
紙
で
も
、
紙
料
液
中
の
繊
維
量
が
減
少
す
る
に
つ
れ
て
薄
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は

よ
く
見
ら
れ
る
現
象
な
の
で
、
上
記
の
同
様
の
特
徴
も
ふ
ま
え
る
と
同
時
に
漉
か
れ
た
紙
の

み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

【
考
察
】

次
節
を
参
照
。

第
五
節 

古
写
本
の
相
互
関
係

本
節
で
は
、
以
上
の
分
析
成
果
を
踏
ま
え
、
古
写
本
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
先

行
研
究
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
広
橋
家
本
と
卜
部
家
本
の
関
係
性
を
中
心
に
考

察
す
る
。

（
１
）
広
橋
家
本
・
卜
部
家
本
の
関
係

ま
ず
は
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
な
ど
に
見
え
ず
、
広
橋
家
本
・
卜
部
家
本
の
み
に
掲
載
さ

れ
る
情
報
を
確
認
し
て
お
こ
う（
10
）。
主
な
事
例
を
挙
げ
る
と
、
た
と
え
ば
①
五
月
末
の
撰

吉
日
事
に
付
さ
れ
た
「
最
勝
講
事
」
の
裏
書
が
あ
る
。
こ
の
部
分
を
、
卜
部
家
本
は
「
最
勝

講
間
、
服
者
不
可
参
内
事
／
故
肥
州
康
平
五
年
記
云
々
」
と
記
す
が
、
広
橋
家
本
に
は
「
最

勝
講
間
、
服
者
不
可
参
内
事
／
故
肥
州
康
平
五
―
五
―
廿
八
―
、
最
・勝

講
□
～
□
也
。
最
勝

講
之
間
、
重
服
者
不
参
内
〈
云
々
〉
」
（
写
真
：
４
）
と
あ
る
。
情
報
の
質
・
量
か
ら
見
て
、

後
者
が
原
型
に
近
い
情
報
で
あ
り
、
前
者
は
そ
れ
を
抄
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
い
で
②
八
月
十
二
日
条
で
、
広
橋
家
本
が
「
十
二
日
、
上
官
参
入
、
貞
信
公
御
忌
日

也
」
（
行
頭
追
記
）
と
す
る
箇
所
は
、
卜
部
家
本
の
「
十
四
日
、
貞
信
公
忌
日
」
に
対
応
す

る
。
日
付
や
記
載
は
異
な
る
が
、
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
で
は
「
十
日
、
法
性
寺
御
八
講
始

事
」
の
後
に
、
下
位
項
目
「
十
二
日
、
上
官
参
入
貞
信
公
御
忌
日
也
」
と
し
て
言
及
す
る

の
に
対
し
、
広
橋
家
本
・
卜
部
家
本
で
は
上
位
の
独
立
項
目
と
し
て
挙
げ
る
点
で
共
通
す
る

（
11
）。こ

の
ほ
か
、
広
橋
家
本
に
は
③
一
一
月
条
で
「
晦
日
法
勝
寺
御
八
講
事
〈
五
日
上
□
～

□
〉
」
と
「
裏
書
云
」
の
間
に
、
「
霜
月
会
事
／
廿
四
日
天
台
大
師
〈
智
者
〉
忌
日
」
と
し

て
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
）
の
忌
日
を
記
し
た
記
載
が
あ
る
。
現
状
で
は
本
文
と
同
筆
と

推
定
さ
れ
る
が
、
記
載
箇
所
は
あ
る
べ
き
場
所
で
は
な
く
（
二
四
日
の
情
報
を
晦
日
の
後
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に
記
載
）
、
親
本
に
付
さ
れ
た
追
記
を
広
橋
家
本
が
そ
の
ま
ま
転
写
し
た
結
果
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
記
載
は
他
本
に
な
く
、
唯
一
、
卜
部
家
本
に
「
廿
四
日
天
台
大
師
忌

日
也
」
（
頭
書
）
と
あ
る
も
の
が
関
連
記
載
と
見
な
せ
る
。

以
上
に
例
示
し
た
広
橋
家
本
と
卜
部
家
本
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
広
橋
家
本
の
記
載
が

詳
し
く
、
卜
部
家
本
の
記
載
が
簡
略
な
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
卜
部
家
本
が
親
本
の

情
報
を
略
写
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と（
12
）か
ら
は
、
両
本
の
関
係
性
は
広
橋
家
本
が
親
か
叔

で
、
卜
部
家
本
が
子
か
甥
に
当
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
広
橋
本
の
方

が
世
代
の
古
い
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
）
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
卜
部
家
本
に
掲
載
さ
れ
る
忌
日

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
卜
部
家
本
が
情
報
量
の
少
な
い
写
本
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
本
に
は
同
本
な
り
の
独
自
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
と
く

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
皇
族
の
忌
日
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
以
下
、
先
行
研
究
（
中
村 

一
九
五
二
）
の
整
理
に
よ
る
時
期
毎
の
国
忌
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
同
本
に
掲
載
さ
れ
る
皇

族
の
忌
日
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
（
付
表
：
皇
族
忌
日
表
）
。

ま
ず
女
性
の
忌
日
に
つ
い
て
他
本
と
比
較
し
て
お
く
と
、
①
葉
室
家
本
・
中
原
家
本
は
穏

子
（
鳥
羽
朝
に
廃
止
）
を
含
ま
な
い
の
に
対
し
、
卜
部
家
本
は
こ
れ
を
含
む
（
広
橋
家
本
は

該
当
箇
所
が
現
存
せ
ず
不
明
）
点
、
②
他
本
が
含
む
懿
子
（
二
条
朝
に
増
置
）
を
、
卜
部
家

本
の
み
含
ま
な
い
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
す
る
と
、
女
性
忌
日
の
場

合
、
卜
部
家
本
の
み
が
二
条
朝
以
前
の
情
報
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
（
な

お
、
こ
こ
で
検
討
対
象
と
し
た
穏
子
・
安
子
・
茂
子
・
苡
子
・
懿
子
の
忌
日
に
関
し
て
は
、

各
本
と
も
追
記
で
は
な
く
本
文
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
利
用
過
程
に
お
け
る
増
補

で
は
な
く
、
書
写
段
階
で
す
で
に
親
本
に
存
在
し
た
情
報
と
推
定
で
き
る
）
。

た
だ
し
皇
族
全
体
の
忌
日
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
こ
れ
と
は
異
な
る
傾
向
も
確
認
で
き

る
。
た
と
え
ば
広
橋
家
本
で
は
本
文
に
記
載
さ
れ
る
忌
日
の
下
限
が
懿
子
（
一
一
一
六
～

一
一
四
三
）
で
、
追
記
を
含
め
て
も
そ
の
子
で
あ
る
二
条
天
皇
（
一
一
四
三
～
一
一
六
五
）

が
下
限
な
の
に
対
し
、
卜
部
家
本
は
本
文
に
高
倉
天
皇
（
一
一
六
一
～
一
一
八
一
）
・
後
高

倉
院
（
一
一
七
九
～
一
二
二
三
）
な
ど
ま
で
掲
げ
て
い
る（
13
）。

こ
う
し
た
傾
向
か
ら
す
る
と
、
卜
部
家
本
の
女
性
忌
日
に
関
す
る
情
報
の
古
さ
は
、
同
本 写真：4
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皇族忌日（▲は本文ではなく、頭書などの追記）

月日 葉室家本 中原家本 広橋家本 卜部家本 人名 生没年 子 父 夫

222 ？ ▲ 聖徳太子 574-622 用明

1203 ○ ○ ○ ○ 天智 626-672 持統・元明 舒明

1223 ○ ○ ○ ○ 光仁 709-782 桓武 志貴皇子

1007 ○ ○ ○ ○ 早良親王 750-785 光仁

317 ○ ○ ？ ○ 桓武 737-806 平城・嵯峨・淳和 光仁

321 ○ ○ ？ ○ 仁明 810-850 文徳・光孝 嵯峨

826 ○ ○ ○ ○ 光孝 830-887 宇多 仁明

929 ○ ○ ○ ○ 醍醐 885-930 朱雀・村上 宇多

719 ○ ▲ 宇多 867-931 醍醐 光孝

104 ○ ○ ？ ○ 藤原穏子 885-954 朱雀・村上 藤原基経 醍醐

429 ○ ○ ？ ○ 藤原安子 927-964 冷泉・円融 藤原師輔 村上

525 ○ ○ ○ ○ 村上 926-967 冷泉・円融 醍醐

212 ○ ○ ？ ▲ 円融 959-991 一条 村上

622 ○ ○ ▲ ▲（後一条院国忌） 一条 980-1011 後一条・後朱雀 円融

508 ○ 三条 976-1017 冷泉

621 ○ ○ ○ ○ 藤原茂子 ?-1062 白河 藤原公成
（藤原能信） 後三条

417 ○ ○ ？ 後一条 1008-1036 一条

118 ○ ○ ？ ▲ 後朱雀 1009-1045 後冷泉・後三条 一条

419 ○ ？ 後冷泉 1025-1068 後朱雀

507 ○ ○ ○ ○ 後三条 1034-1073 白河 後朱雀

1003 ○ 上東門院 988-1074 後一条・後朱雀 藤原道長 一条

922 ○ ○ ○（中宮御崩日事）○（故中宮御崩日事） 藤原賢子 1057-1084 堀川 源顕房 白河

807 ○ ○ ▲ ▲ 郁芳門院 1076-1096 堀河（准母） 白河

125 ○ ○（茨子) ？ ○ 苡子 1076-1103 鳥羽 藤原実季 堀河

719 ○ ○ ○（御国忌事) ○（先朝御国忌） 堀河 1079-1107 鳥羽 白河

624 ○ ○ ○ 藤原懿子 1116-1143 二条 藤原経実 後白河

822 ○ 待賢門院 1101-1145 崇徳・後白河 藤原公実 鳥羽

702 ○ ○ 鳥羽 1103-1156 崇徳・近衛・後白河 堀河

826 ○ ▲ 崇徳 1119-1164 鳥羽

723 ○ ○ ▲ 近衛 1139-1155 鳥羽

1115 ○ 美福門院 1117-1160 近衛 藤原長実 鳥羽

728 ○ ○ ▲ 二条 1143-1165 六条 後白河

708 ○ ○ 建春門院 1142-1176 高倉 平時信 後白河

717 ○ 六条 1164-1176 二条

114 ○ ○ ？ ○ 高倉 1161-1181 安徳 後白河

313 ○ ？ 後白河 1127-1192 二条・六条・高倉 鳥羽

718 ○ 源通子 1163-1221 後嵯峨 源通宗 土御門

514 ○ ○（五月十日条に掲示） 後高倉院 1179-1223 後堀河 高倉

918 ○ 藻壁門院 1209-1233 四条 九条道家 後堀河

806 ○ 後堀河 1212-1234 四条 守貞親王
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の
成
立
時
期
の
古
さ
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
女
性
忌
日
へ
の
関
心
の
低
さ
か
ら
、
あ
る
時

点
以
降
、
情
報
更
新
を
し
て
い
な
い
結
果
と
推
測
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
卜
部
家
本
の
祖

本
に
当
た
る
写
本
で
は
二
条
朝
以
前
の
忌
日
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
た
の
が
、
卜
部
家
本
の

書
写
以
前
の
段
階
で
男
性
忌
日
の
み
増
補
さ
れ
、
そ
れ
が
卜
部
家
本
に
本
文
と
い
う
形
で
組

み
込
ま
れ
た
可
能
性
が
推
定
で
き
よ
う
（
あ
る
い
は
卜
部
家
本
が
、
す
べ
て
の
女
性
忌
日
を

書
写
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
）
。

ち
な
み
に
皇
族
以
外
の
忌
日
に
関
し
て
も
、
卜
部
家
本
に
は
注
目
す
べ
き
情
報
が
少
な
く

な
い
。
た
と
え
ば
同
本
の
収
載
項
目
は
全
体
に
広
橋
家
本
と
近
い
が
、
僧
侶
の
忌
日
に
関
し

て
は
独
自
情
報
を
多
数
掲
載
し
て
い
る
。
広
橋
家
本
の
現
存
す
る
五
月
以
降
に
限
っ
て
も
、

鑑
真
和
尚
（
五
月
六
日
）
・
嘉
祥
大
師
（
五
月
一
五
日
）
・
良
諸
和
尚
（
六
月
八
日
）
・
行

満
座
主
（
六
月
二
一
日
）
・
南
嶽
大
師
（
六
月
二
二
日
）
・
修
禅
大
師
（
七
月
四
日
）
・
定

光
菩
薩
（
七
月
一
五
）
・
章
安
大
師
（
八
月
七
）
・
別
当
大
師
（
八
月
一
〇
）
・
金
剛
智
三

蔵
（
八
一
五
）
・
羅
什
三
蔵
（
八
月
二
〇
日
）
・
玄
朗
大
師
（
九
月
一
九
日
）
・
弘
景
律
師

（
九
月
二
三
日
）
・
一
行
阿
闍
梨
（
一
〇
月
八
日
）
・
仁
徳
和
尚
（
一
〇
月
一
七
日
）
・

龍
樹
菩
薩
（
一
〇
月
一
八
日
）
・
善
无
畏
三
蔵
（
一
一
月
七
日
）
・
静
観
大
師
（
一
一
月

一
一
日
）
・
慈
恩
大
師
（
一
一
月
一
三
日
）
・
三
国
伝
灯
大
師
講
日
（
一
二
月
七
日
）
・
恵

招
大
師
（
一
二
月
一
一
日
）
・
恵
果
阿
闍
梨
（
一
二
月
一
五
日
）
・
香
象
大
師
（
一
二
月

一
五
日
）
な
ど
の
忌
日
が
、
卜
部
家
本
の
み
に
見
え
る
独
自
情
報
と
確
認
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
情
報
が
、
す
べ
て
『
江
家
年
中
行
事
』
裏
書
と
一
致
す
る
こ
と
は
興
味
深
い（
14
）。
な

お
、
こ
れ
ら
の
僧
侶
は
お
も
に
イ
ン
ド
・
中
国
の
高
僧
で
、
天
台
宗
を
中
心
に
、
律
・
三

論
・
真
言
宗
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。
日
本
人
で
は
、
別
当
大
師
（
光
定
）
・
静
観
大
師
（
増

命
、
天
台
）
な
ど
の
延
暦
寺
関
係
者
が
目
立
つ
点
は
、
卜
部
家
本
（
あ
る
い
は
『
江
家
年
中

行
事
』
）
の
性
格
を
考
え
る
際
に
参
考
と
な
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
卜
部
家
本
独
自
（
＝
他
本
の
本
文
に
見
え
な
い
）
の
項
目
と
し
て
は
、
「
伊
勢

斎
王
禊
事
」
（
五
月
晦
日
）
・
「
山（

興
福
寺
）

階
寺
長
講
会
始
〈
卅
ヶ
日
、
冬
嗣
御
忌
日
〉
」
（
七
月

二
四
日
）
・
「
淡
海
公
忌
日
」
（
八
月
三
日
）
・
「
出
雲
寺
祭
事
」
（
八
月
一
八
日
）
・

「
造
酒
司
奏
新
嘗
会
黒
白
酒
文
事
」
（
九
月
一
日
）
・
「
住
吉
相
撲
会
」
（
九
月
一
三

日
）
・
「
宗
像
祭
」
（
一
一
月
上
卯
）
・
「
賀
茂
臨
時
祭
調
楽
事
」
（
一
一
月
中
卯
）
・

「
私
入
之
、
…
東
三
条
院
忌
日
、
羽

（
マ
マ
）」
（
一
二
月
二
二
日
）
な
ど
が
あ
る
。
最
後
の
事
例
は

頭
書
だ
が
「
私
入
之
」
は
親
本
の
利
用
主
体
に
よ
る
追
記
と
考
え
ら
れ
、
本
文
に
記
載
さ
れ

た
「
淡（

不
比
等
）

海
公
忌
日
」
・
「
冬
嗣
御
忌
日
」
と
と
も
に
、
卜
部
家
本
の
成
立
・
伝
来
を
考
え
る

う
え
で
参
考
に
な
る
情
報
と
言
え
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
忌
日
の
存

在
は
、
あ
る
時
期
、
こ
の
写
本
を
藤
原
北
家
の
人
物
が
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

情
報
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

（
３
）
広
橋
家
本
に
掲
載
さ
れ
る
忌
日

以
上
の
よ
う
に
、
掲
載
忌
日
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
か
ら
卜
部
家
本
の
性
格
の
一
面
が
見
え
て

く
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
広
橋
家
本
に
お
い
て
も
い
え
る
。
以
下
、
広
橋
家
本
に
掲
載
さ
れ

る
忌
日
か
ら
、
同
本
の
性
格
を
読
み
解
い
て
お
き
た
い
。

ま
ず
堀
河
天
皇
の
忌
日
（
七
月
十
九
日
条
）
に
つ
い
て
、
葉
室
家
本
は
「
尊
勝
寺
御
八
講

始
事
」
と
し
た
う
え
本
文
中
で
「
堀
川
院
御
国
忌
」
と
述
べ
、
ま
た
中
原
家
本
は
「
堀
川
院写真：5
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御
国
忌
事
」
と
明
記
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
広
橋
家
本
は
「
御
国
忌
事
」
（
写
真
：
５
）

と
の
み
記
載
し
、
何
の
注
記
も
付
し
て
い
な
い
（
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
は
本
書
の
な
か
で
他

に
な
い
）
。
ま
た
卜
部
家
本
は
、
葉
室
家
本
と
同
じ
く
「
尊
勝
寺
御
八
講
始
事
」
と
し
た
う

え
で
「
先堀

川朝
御
国
忌
」
と
注
記
す
る
。
単
に
「
先
朝
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の

天
皇
を
指
す
が
（
た
と
え
ば
卜
部
家
本
は
九
月
九
日
条
で
「
節
会
久
絶
、
就
中
先
朝
御
忌
日

也
」
と
天
武
天
皇
の
忌
日
を
挙
げ
る
）
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
広
橋
家
本
・
卜
部
家
本
の
書

式
は
い
ず
れ
も
直
近
の
出
来
事
で
あ
る
が
故
の
文
言
と
も
推
定
さ
れ
、
と
く
に
広
橋
家
本
の

書
式
（
誰
の
忌
日
か
も
記
載
せ
ず
）
は
こ
の
忌
日
が
本
写
本
成
立
時
点
に
お
け
る
最
新
の
天

皇
忌
日
だ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
広
橋
家
本
の
親
本
が
成
立
し
た
の
は
堀
河
天
皇
（
一
〇
七
九
～

一
一
〇
七
）
の
死
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
の
経
っ
て
い
な
い
時
期
、
つ
ま
り
鳥
羽
～
崇
徳
朝

（
一
二
世
紀
初
頭
）
だ
っ
た
可
能
性
を
推
定
で
き
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
鳥
羽
・
崇
徳
の

忌
日
を
掲
載
し
て
い
な
い
（
＝
掲
載
し
な
い
で
済
む
時
期
で
あ
る
）
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、

成
立
時
期
の
範
囲
は
か
な
り
限
ら
れ
て
こ
よ
う
。
こ
う
し
た
諸
情
報
を
総
合
す
る
と
、
広
橋

家
本
は
一
二
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
親
本
（
必
ず
し
も
『
年
中
行
事
秘
抄
』
原
本
の
意
で
は

な
い
）
を
も
と
に
作
成
さ
れ
、
一
二
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
に
盛
ん
な
利
用
に
供
さ

れ
て
い
た
写
本
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
４
）
付
：
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
の
掲
載
忌
日

最
後
に
、
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
に
つ
い
て
も
、
掲
載
忌
日
か
ら
判
明
す
る
写
本
の
性
格

を
分
析
し
て
お
く
。
す
で
に
先
行
研
究
（
所 

一
九
八
四
・
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
）
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
写
本
も
成
立
後
し
ば
ら
く
は
忌
日
の
加
筆
を
続
け
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
状
に
お
け
る
両
系
統
本
の
内
容
差
が
著
し
い
現
状
は
、
利
用
主
体
の

関
心
の
違
い
が
主
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
中
原
家
本
は
、
忌
日
に
関
し
て
関
心
の
強
い
主
体
が
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
、

書
写
（
延
応
元
年
、
一
二
三
九
）
以
降
の
時
期
に
お
け
る
新
設
忌
日
が
、
多
数
追
記
さ
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
中
原
家
本
（
本
文
）
に
掲
載
さ
れ
る
忌
日
の
下
限
は
、
後
高
倉
院
（
後
堀

川
父
）
・
藻
壁
門
院
（
後
堀
川
妻
・
四
条
母
）
な
ど
で
あ
る
（
当
初
は
追
記
形
態
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
転
写
を
繰
り
返
す
過
程
で
本
文
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
）
つ
ま
り

忌
日
の
内
容
が
最
終
的
に
固
定
化
し
た
の
は
御
堀
河
朝
（
一
二
二
一
～
一
二
三
二
）
以
降
と

推
測
さ
れ
る
（
お
そ
ら
く
四
条
朝
（
一
二
三
二
～
一
二
四
二
）
頃
に
最
終
的
な
追
記
が
な
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
葉
室
家
本
で
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
高
倉
天
皇
国
忌
を
最
後
に

増
補
さ
れ
て
い
な
い
（
西
本 

二
〇
〇
三
Ａ
）
こ
と
と
比
較
し
て
も
、
こ
の
種
の
情
報
へ
の

関
心
の
高
さ
は
明
瞭
で
あ
る
。

中
原
家
本
の
利
用
主
体
が
忌
日
に
強
い
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
項
目

の
多
さ
・
掲
載
時
期
の
幅
な
ど
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
注
記
か
ら
も
う
か
が

え
る
。
た
と
え
ば
「
藻
壁
門
院
御
国
忌
」
（
九
月
十
八
日
条
）
の
項
に
、
「
当
代
国
母
付

之
。
其
外
不
レ
然
歟
」
と
い
う
注
記
を
追
記（
15
）（
所 

一
九
八
四
）
し
た
時
期
は
、
藻
壁

門
院
（
一
二
〇
九
～
一
二
三
三
）
の
息
子
で
あ
る
四
条
天
皇
の
在
位
期
（
一
二
三
二
～

一
二
四
二
）
と
考
え
ら
れ
る
。
同
項
を
新
設
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
て
新
た
に
注
記
も

付
す
姿
勢
は
、
忌
日
へ
の
関
心
の
深
さ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
中
原
家
本
に
は
、
頭
書
の
形
で
も
多
数
の
天
皇
・
女
院
・
摂
関
の
忌
日
も
追
記

さ
れ
て
い
る（
16
）。
参
考
ま
で
に
天
皇
の
呼
称
の
み
列
挙
し
て
お
く
と
、
聖
武
・
称
徳
・
平

城
・
文
徳
・
陽
成
・
花
山
・
三
条
・
後
鳥
羽
・
四
条
の
九
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
延
応
元

年
（
一
二
三
九
）
に
崩
御
し
た
後
鳥
羽
天
皇
と
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
崩
御
し
た
四

条
天
皇
が
追
記
情
報
の
下
限
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
忌
日
に
つ
い
て
、
皇
族
の
事
例
に
限
定
し
て
他
本
と
比
較
し
て
お
く
と
、
た
と

え
ば
五
月
八
日
の
三
条
院
、
七
月
一
八
日
の
通
子
、
九
月
一
八
日
の
藻
壁
門
院
な
ど
は
他
本

に
な
い
。
七
月
一
九
日
の
宇
多
、
八
月
二
六
日
の
崇
徳
な
ど
は
広
橋
家
本
（
追
記
）
と
の
み

共
通
す
る
。
五
月
一
四
日
の
後
高
倉
院
は
、
卜
部
家
本
と
の
み
共
通
す
る
。
い
ず
れ
の
事
例

を
と
っ
て
も
、
単
純
に
他
本
の
記
載
を
継
承
し
た
状
況
は
見
い
だ
せ
ず
、
こ
う
し
た
点
に
も

中
原
家
本
独
自
の
利
用
ス
タ
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
追
記
事
例
を
見

る
限
り
、
中
原
家
本
の
利
用
主
体
は
一
三
世
紀
中
頃
ま
で
、
忌
日
に
限
ら
ず
各
種
の
情
報
の

増
補
を
繰
り
返
し
て
い
た
可
能
性
が
推
定
で
き
る
。

な
お
広
橋
家
本
（
本
文
に
見
え
る
忌
日
数
は
一
一
例
）
に
関
し
て
は
前
闕
部
分
も
あ
る
の

で
断
定
で
き
な
い
が
、
卜
部
家
本
（
一
七
例
）
と
比
較
し
て
、
葉
室
家
本
（
二
六
例
）
・
中

原
家
本
（
三
九
例
）
な
ど
の
掲
載
忌
日
を
見
る
限
り
、
時
期
を
追
う
ご
と
に
事
例
数
が
増
加

し
て
い
る
印
象
が
否
め
な
い
。
増
加
分
の
多
く
は
写
本
利
用
の
過
程
で
追
補
さ
れ
た
情
報
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
ら
、
広
橋
家
本
・
卜
部
家
本
の
本
文
が
揃
っ
て
掲
載
し
て
い
な
い
三

条
天
皇
・
鳥
羽
天
皇
な
ど
の
忌
日
に
つ
い
て
は
、
原
本
で
も
記
載
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
だ
ろ
う
。
三
条
天
皇
は
と
も
か
く
、
鳥
羽
天
皇
に
関
し
て
は
、
忌
日
に
関
す
る
意
識
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が
比
較
的
低
い
葉
室
家
本
も
追
加
し
て
お
り
、
原
本
の
編
纂
時
に
死
去
し
て
い
た
と
す
れ
ば

掲
載
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
と
す
れ
ば
、
原
本
の
成
立
時
期
は
鳥
羽
天
皇
（
一
一
〇
三
～

一
一
五
六
）
の
崩
御
以
前
の
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
種
の
分
析
を
忌
日
以
外
の
要
素

に
対
し
て
も
繰
り
返
す
こ
と
で
、
成
立
年
代
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
幅
を
狭
め
た
仮
説
が

提
示
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
古
写
本
を
中
心
に
、
各
写
本
の
成
立

か
ら
変
容
の
諸
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
一
二
世
紀
前
半
に
成
立

し
た
原
本
（
第
一
世
代
）
を
元
に
、
第
二
世
代
（
も
し
く
は
第
三
世
代
）
の
写
本
と
し
て
広

橋
家
本
・
卜
部
家
本
（
の
祖
本
）
が
登
場
し
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
中
原
家
本
や
葉
室
家

本
な
ど
の
流
布
本
系
の
写
本
が
形
成
さ
れ
た
大
筋
が
見
え
て
く
る
。

し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
資
料
集
は
先
行
す
る
類
似
資
料
を
増
補
・
省
写

す
る
形
で
編
纂
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
成
立
後
も
、
利
用
主
体
ご
と
の
独
自
判
断
に
基

づ
く
多
様
な
改
定
作
業
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
ど
の
段
階
を

「
成
立
」
と
見
な
す
か
、
あ
る
い
は
誰
が
編
纂
し
た
か
と
い
う
議
論
は
、
突
き
詰
め
す
ぎ
れ

ば
不
要
な
バ
イ
ア
ス
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
原
本
（
も
し
く
は
第
二
世
代
の
写

本
）
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
『
江
家
年
中
行
事
』
を
始
め
と
す
る
年
中
行
事
書
の
影

響
の
大
き
さ
や
、
諸
写
本
生
成
の
過
程
に
お
け
る
中
原
家
の
役
割
は
重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
だ
が
、
特
定
個
人
の
名
前
を
組
み
込
ん
だ
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
生
成
過
程
を
描
き
出
す

こ
と
に
は
、
よ
り
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
史
料
の
諸
写
本
の
性
格
を
解
明
す
る
際
に
難
し
い
の
は
、
通
常
の
史
料
の
よ
う
に
単
純

な
親
子
・
兄
弟
関
係
の
み
で
情
報
が
継
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
『
年
中

行
事
秘
抄
』
を
転
写
し
た
人
物
は
、
自
身
を
め
ぐ
る
血
縁
関
係
や
政
治
的
な
立
ち
位
置
を
ふ

ま
え
て
、
ど
の
よ
う
な
行
事
を
盛
り
込
む
べ
き
か
、
書
写
の
際
に
選
択
的
な
判
断
（
改
訂
）

を
行
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
利
用
の
諸
過
程
で
も
、
中
原
家
本
の
事
例
な
ど
か
ら
確
認

で
き
る
よ
う
に
、
同
時
期
の
他
家
で
利
用
さ
れ
て
い
る
別
系
統
本
の
情
報
か
ら
機
会
を
捉
え

て
増
補
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
の

間
は
、
記
載
内
容
を
変
容
さ
せ
続
け
た
写
本
が
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
複
雑
な
利
用
実
態
も
あ
っ
て
、
諸
写
本
の
関
係
性
を
奥
書
以
外
の
情
報
か
ら
解

明
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
。
た
と
え
ば
中
原
家
本
と
卜
部
家
本
の
共
通
点
の
一
つ
に
、

四
月
条
裏
書
で
銓
擬
郡
司
事
と
し
て
「
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
二
一
日 

備
前
国
司

解
案
」
（
『
平
安
遺
文
』
補
一
六
四（
17
））
を
掲
載
す
る
点
が
あ
る
。
両
本
と
も
に
誤
写
・

省
略
箇
所
も
含
め
ほ
ぼ
同
一
の
本
文
を
掲
げ
て
お
り
、
本
文
書
に
関
し
て
は
か
な
り
近
し
い

情
報
源
を
共
通
の
典
拠
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
情
報
が
葉
室
家
本
に
掲
載
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
中
原
家
本
系
写
本
と
葉
室
家
本
系
写
本
の
分
岐
以
降
の
段
階
で
、
前
者
の
み
に

増
補
さ
れ
た
情
報
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
本
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
根
拠
に
、
中
原
家
本
と
卜
部
家
本
の
親
近
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

そ
う
考
え
る
と
、
中
原
家
本
に
見
え
な
い
一
方
、
葉
室
家
本
と
卜
部
家
本
に
共
通
掲
載
さ
れ

る
項
目
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
（
こ
の
種
の
情

報
は
、
六
月
条
の
鎮
花
祭
・
道
饗
祭
の
項
を
は
じ
め
少
な
く
な
い
）
。

一
方
、
「
備
前
国
司
解
」
は
原
本
（
も
し
く
は
、
そ
れ
に
近
い
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本
）

の
段
階
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
葉
室
家
本
の
親
本
が
不
要
視
し
て

省
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
書
写
の
過
程
で

親
本
の
情
報
を
略
写
し
て
い
る
事
例
は
存
在
し
て
お
り
、
書
写
の
際
、
項
目
全
体
を
省
い
た

事
例
が
存
在
し
た
可
能
性
も
十
分
に
想
定
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
該
当
情

報
の
有
無
の
み
に
よ
っ
て
写
本
系
統
間
の
親
近
性
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
異
系
統
の
写
本
間
に
お
け
る
掲
載
情
報
の
差
が
生
じ
た
背
景
に
関
し
て

は
、
様
々
な
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
前
掲
の
事
例
に
限
定
す
れ
ば
、
前
者
の
可
能
性
の
方

が
高
い
と
は
い
え
、
厳
密
に
は
仮
説
の
域
に
止
ま
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
種
の
分
析
に
関
し

て
不
十
分
な
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
た
が
、
今
後
は
諸
写
本
の
性
格
に
関
す
る
基
礎
情
報
を
学
界

全
体
で
共
有
し
た
う
え
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
成
立
・
生
成
過
程
に
関
す
る
本
格
的
な
分

析
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

補
記
）
本
稿
は
、
吉
岡 

二
〇
一
三
の
著
書
再
録
に
伴
い
、
該
当
章
の
補
注
執
筆
の
た
め

に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
原
本
の
検
討
に
際
し
て
は
、
小
倉
慈
司
氏
（
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
）
の
ご
高
配
で
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
一
日
に
広
橋
家
本
を
、
長
田
和
也
氏
（
大

東
急
記
念
文
庫
）
の
ご
高
配
で
同
年
一
〇
月
一
三
日
に
卜
部
家
本
を
、
菊
池
浩
幸
・
栁
田
甫

両
氏
（
尊
経
閣
文
庫
）
の
ご
高
配
で
同
年
一
二
月
八
日
に
中
原
家
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
さ
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【
注
】

１
）
こ
う
し
た
現
状
の
反
映
と
し
て
、
本
文
翻
刻
と
し
て
は
、
後
述
す
る
（
二
）
系
統
写
本

を
底
本
と
し
た
近
世
の
『
群
書
類
従
』
（
巻
八
六
）
や
、
（
一
）
・
（
二
）
の
対
照
翻
刻

を
行
っ
た
山
本
昌
治
「
校
訂 

年
中
行
事
秘
抄
」
（
一
九
八
〇
～
八
四
年
）
が
出
て
い
る
。

ま
た
複
製
・
写
真
版
と
し
て
は
、
育
徳
財
団
か
ら
中
原
家
本
の
複
製
本
（
一
九
三
一
年
）

が
、
八
木
書
店
か
ら
中
原
家
本
の
写
真
版
（
二
〇
一
三
年
）
が
、
そ
し
て
汲
古
書
院
か
ら

卜
部
家
本
の
写
真
版
（
二
〇
二
三
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
、
以
上
の
ラ

イ
ン
ナ
ッ
プ
に
葉
室
家
本
の
写
真
版
が
加
わ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

２
）
な
お
古
写
本
（
古
代
・
中
世
の
う
ち
に
成
立
し
た
写
本
）
と
し
て
は
、
本
章
で
紹
介
す

る
事
例
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
佐
藤 

二
〇
〇
四
の
紹
介
す
る
万
里
小
路
家
本
も
現
存
す
る
。

た
だ
し
（
一
）
・
（
二
）
の
転
写
本
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
本
格
的
な
検
討
は
し

な
い
。
こ
の
本
が
、
か
つ
て
万
里
小
路
家
か
ら
伏
見
宮
家
に
移
動
し
た
の
は
、
万
里
小
路

惟
房
の
旧
蔵
品
の
多
く
が
、
彼
の
娘
が
伏
見
宮
家
に
嫁
い
だ
関
係
か
ら
同
家
に
流
入
し
た

結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
佐
藤
論
文
が
指
摘
す
る
同
本
と
近
代
の
蔵
書
家
田
中
教
忠
の

関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
『
小
中
村
清
矩
日
記
』
明
治
二
二
年
八
月
一
〇
日
条
に
「
午
後
四

時
よ
り
、
生
田
目
（
経
徳
）
と
共
に
、
田
中
勘
兵
衛
を
と
ひ
て
、
蔵
書
を
み
る
。
其
書
目

左
の
ご
と
し
。
」
と
し
て
一
五
種
の
書
名
が
挙
が
る
な
か
に
「
年
中
行
事
秘
抄
〈
天
文
廿

年
写
、
万
里
小
路
惟
房
、
○
目
録
の
み
な
り
〉　

一
冊
」
と
見
え
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ

き
だ
ろ
う
。

３
）
五
味
論
文
は
、
吉
岡 

二
〇
一
三
で
「
独
自
の
見
解
」
と
評
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ

の
ほ
か
に
も
十
分
な
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
飛
躍
し
た
結
論
を
提
示
す
る
箇
所
が
目
立
つ
。

依
拠
に
際
し
て
は
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

４
）
「
大
日
本
史
編
纂
記
録
」
目
録
に
は
、
元
禄
年
間
の
記
事
を
中
心
と
し
て
「
年
中
行

事
」
と
称
さ
れ
る
複
数
の
写
本
に
言
及
す
る
記
事
が
見
え
る
（
鍛
冶 

二
〇
一
一
）
。
こ

れ
ら
の
一
つ
が
、
本
写
本
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
念
頭
に
置
い
て
、
現
行
の
『
彰
考
館

図
書
目
録
』
な
ど
と
の
比
較
検
討
を
行
う
作
業
が
、
一
つ
の
突
破
口
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。

５
）
長
光
が
有
職
故
実
に
興
味
を
持
っ
て
盛
ん
に
研
究
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば

延
文
四
年
二
月
～
三
月
に
か
け
て
洞
院
公
賢
に
有
職
故
実
を
度
々
質
問
し
て
い
た
こ
と

（
『
園
太
暦
』
の
関
連
記
事
を
参
照
）
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
『
風
土
記
』
写
本
を
探
索

せ
て
い
た
だ
い
た
。
格
別
の
お
骨
折
り
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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し
て
い
た
人
物
が
、
ツ
テ
を
介
し
て
長
光
か
ら
借
り
出
す
際
の
や
り
と
り
を
記
し
た
書
状

も
（
今
江 

二
〇
〇
二
）
、
当
時
の
公
家
社
会
の
な
か
で
彼
が
情
報
集
積
点
の
一
つ
と
見

な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

６
）
室
町
後
期
の
京
で
は
、
専
門
業
者
に
よ
る
古
書
の
売
買
が
盛
ん
と
な
り
つ
つ
あ
り
（
山

本 

二
〇
〇
一
・
橋
口 

二
〇
一
八
）
、
転
売
の
過
程
で
箔
を
付
け
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た

奥
書
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

７
）
打
紙
加
工
を
施
し
た
紙
に
、
後
世
に
な
っ
て
文
字
を
書
こ
う
と
し
て
も
墨
が
浮
い
て
し

ま
い
上
手
く
定
着
し
な
い
現
象
に
つ
い
て
は
、
能
「
草
紙
洗
小
町
」
の
筋
や
、
古
経
の
軸

付
紙
な
ど
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
し
き
墨
の
乗
り
が
よ
く
な
い
偽
文
書
（
た
と
え

ば
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所
蔵
す
るH

-1821-2

「
山
辺
諸
公
手
実
」
）
な
ど
の
事
例
か

ら
も
確
認
で
き
る
。
少
な
く
と
も
肉
眼
で
観
察
す
る
限
り
で
は
、
「
右
兵
衛
督
卜
部
（
花

押
）
」
（
軸
付
紙
）
と
い
う
記
載
は
本
文
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
墨
の
乗
り
で
あ
り
、
本
文
の

書
写
後
、
そ
れ
ほ
ど
時
を
経
ず
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
こ

の
ほ
か
筆
記
時
期
を
検
証
す
る
際
に
は
、
た
と
え
ば
墨
の
組
成
を
電
子
顕
微
鏡
で
検
査
し
、

松
煙
墨
か
油
煙
墨
（
室
町
期
以
降
に
一
般
化
）
か
を
確
認
す
る
な
ど
の
手
法
も
有
効
と
考

え
ら
れ
る
。

８
）
こ
の
ほ
か
先
行
研
究
の
な
か
で
は
、
所 

一
九
八
四
Ａ
も
、
卜
部
家
本
を
「
尊
経
閣
本

に
近
い
、
よ
り
古
い
写
本
」
と
す
る
。
た
だ
し
独
自
の
分
析
に
よ
る
訳
で
は
な
く
『
大
東

急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
』
の
指
摘
を
引
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

９
）
こ
れ
ら
の
史
料
の
基
本
的
書
誌
に
つ
い
て
は
渡
辺 

二
〇
〇
九
Ａ
で
概
論
し
た
が
、
本

稿
で
も
再
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
詳
説
す
る
。
な
お
山
本 

一
九
七
八
は
、
こ
の
写
本

を
指
す
と
思
し
き
「
㊺
東
洋
文
庫
所
蔵　

１
軸
」
に
つ
い
て
、
「
外
題
は
「
年
中
行
事
秘

抄
」
と
な
っ
て
ゐ
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
内
容
は
「
年
中
行
事
」
や
「
年
中
行
事
抄
」
で

あ
る
」
も
の
の
一
つ
と
す
る
が
、
誤
解
で
あ
る
。

10
）
広
橋
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
欠
損
が
激
し
く
、
判
読
不
能
な
箇
所
も
少
な
く
な
い
。

そ
の
た
め
今
回
の
調
査
で
対
応
記
載
が
な
い
と
判
断
し
た
項
目
に
関
し
て
、
今
後
異
な
る

結
論
が
提
示
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
詳
細
は
、
論
文
末
に
掲
示
し
た
写
真

を
参
照
さ
れ
た
い
。

11
）
貞
信
公
（
藤
原
忠
平
）
の
実
際
の
忌
日
は
十
四
日
だ
が
、
中
原
家
本
・
葉
室
家
本
は
広

橋
家
本
の
記
載
を
踏
襲
し
、
卜
部
家
本
の
み
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
違
い
を
生
じ
た

理
由
が
、
書
写
時
の
修
正
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
当
初
は
十
四
日
と
記
載
さ
れ
て
い

た
も
の
か
不
明
だ
が
、
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
卜
部
家
本
が
後
世
の
諸
写
本
に
直
接
の
影
響

を
与
え
て
い
な
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
徴
証
と
い
え
る
。

12
）
小
川 

二
〇
二
三
は
卜
部
家
本
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
「
書
写
が
…
丁
寧
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
親
本
の
面
影
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
」
と
主
張
す
る
が
、
書
写
の
際
の
文
字
の

丁
寧
さ
と
内
容
の
正
確
さ
と
の
間
に
は
、
必
ず
し
も
相
関
関
係
は
な
い
。
卜
部
家
本
の
文

字
が
丁
寧
で
あ
る
こ
と
自
体
は
指
摘
の
と
お
り
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
現
存
の
卜
部

家
本
そ
の
も
の
が
書
写
奥
書
を
一
切
伴
わ
な
い
ま
ま
再
三
に
渡
っ
て
転
写
さ
れ
た
末
の
も

の
で
、
最
後
の
転
写
主
体
は
自
分
が
直
接
目
に
し
た
略
写
の
少
な
く
な
い
親
本
を
欠
落
な

く
丁
寧
に
書
写
し
た
と
い
う
事
情
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

13
）
な
お
広
橋
家
本
は
五
月
冒
頭
以
前
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
本
来
は
高
倉
天
皇
（
正
月

十
四
日
）
・
後
白
河
天
皇
（
三
月
一
三
日
）
の
忌
日
を
掲
載
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定

は
で
き
な
い
。
と
く
に
前
者
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
広
橋
家
本
の
追
記
が

一
一
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
確
認
で
き
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
追
記
の
形
で
記
載
さ
れ
て

い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
、
高
倉
天
皇
の
忌
日
を
本
文
に
掲

げ
る
卜
部
家
本
よ
り
は
古
い
形
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

14
）
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
卜
部
家
本
の
一
部
情
報
が
『
江
家
年
中
行
事
』
の
書
承

で
あ
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

15
）
山
本  

一
九
八
〇
～
八
四
で
は
、
こ
れ
ら
の
頭
書
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
本
稿

で
も
、
後
世
に
お
け
る
追
記
と
判
断
し
て
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
原
本
に
お
け
る
掲
載

情
報
を
検
討
す
る
た
め
に
作
成
し
た
付
表
「
皇
族
忌
日
表
」
に
は
採
録
し
て
い
な
い
。
な

お
中
原
家
本
に
は
、
卜
部
家
本
を
上
回
る
僧
侶
の
忌
日
に
関
す
る
注
記
が
頭
書
の
形
で
付

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
情
報
は
必
ず
し
も
卜
部
家
本
と
一
致
し
て
お
ら
ず
、
単
純
な
継
承

関
係
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

16
）
中
原
家
本
に
付
さ
れ
た
追
記
の
下
限
は
、
後
半
の
「
下
酉
日
賀
茂
祭
例
」
項
に
見
え
る

享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
の
延
引
に
関
す
る
頭
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
飛
び
抜
け
て
新
し

い
事
例
で
あ
る
。

17
）
山
本 
一
九
八
〇
は
、
こ
の
記
載
を
「
年
中
行
事
に
無
関
係
な
メ
モ
」
と
見
な
し
て
本

文
中
で
翻
刻
し
て
い
な
い
。
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叢
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史
篇
』
養
徳
社
、

一
九
五
一
年
）

小
倉
豊
文
「
平
家
の
厳
島
信
仰
に
つ
い
て
」
（
魚
澄
惣
五
郎
編
『
瀬
戸
内
海
地
域
の
社
会

史
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史
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叢
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﨟
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史
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団
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光
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八
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検
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史
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四
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史
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〇
八
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史
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会
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事
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史
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刊
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会
、
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出
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九
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史
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文
庫
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史
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史
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懐
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懐
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）

遠
藤
基
郎
「
年
中
行
事
認
識
の
転
換
と
「
行
事
暦
注
」
」
（
十
世
紀
研
究
会
編
『
中
世
成

立
期
の
政
治
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）

上
島
有
『
足
利
尊
氏
文
書
の
総
合
的
研
究
〔
本
文
編
〕
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一

年
）

山
本
信
吉
「
室
町
時
代
の
古
本
屋
」
『
古
典
籍
が
語
る
―
書
物
の
文
化
史
―
』
八
木
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年

今
江
広
通
「
前
田
本
『
玉
燭
宝
典
』
紙
背
文
書
に
見
え
る
典
籍
」
（
同
編
『
前
田
本
『
玉

燭
宝
典
』
紙
背
文
書
と
そ
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
二
年
）

西
本
昌
弘
「
『
江
家
年
中
行
事
』
と
『
年
中
行
事
秘
抄
』
―
大
江
匡
房
原
撰
本
の
展
開
過

程
―
」
（
『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出

二
〇
〇
三
年
Ａ
）

西
本
昌
弘
「
『
江
家
年
中
行
事
』
と
大
東
急
記
念
文
庫
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
記
事
対

照
比
較
表
」
（
『
古
写
本
に
よ
る
年
中
行
事
書
の
比
較
研
究
』
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報

告
書
、
二
〇
〇
三
年
Ｂ
）
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五
味
文
彦
「
奥
書
の
書
物
史
―
年
中
行
事
書
の
展
開
―
」
（
『
書
物
の
中
世
史
』
み
す
ず

書
房
、
二
〇
〇
三
年
Ａ
）

五
味
文
彦
「
書
物
世
界
の
再
構
築
―
後
嵯
峨
院
政
と
書
籍
の
展
開
―
」
（
『
書
物
の
中
世

史
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
Ｂ
）

松
薗
斉
「
王
朝
日
記
の
展
開
」
（
『
王
朝
日
記
論
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
）

石
田
実
洋
「
花
山
院
師
継
の
『
北
山
抄
』
書
写
と
そ
の
周
辺
」
（
『
日
本
歴
史
』

七
二
九
、
二
〇
〇
九
年
）

吉
岡
眞
之
「
歴
史
学
と
史
料
研
究
」
（
『
歴
博
』
一
五
二
、
二
〇
〇
九
年
）

吉
岡
眞
之
「
中
原
家
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
」
（
『
日
本
古
代
典
籍
の
研
究
（
仮
題
）
』

八
木
書
店
、
二
〇
二
四
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）

佐
藤
健
太
郎
「
万
里
小
路
惟
房
書
写
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
つ
い
て
」
（
『
関
西
大
学

博
物
館
紀
要
』
一
〇
、
二
〇
〇
四
年
）

遠
藤
珠
紀
「
局
務
中
原
氏
と
公
事
情
報
」
（
『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）

登
谷
伸
宏
「
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
公
家
の
集
住
形
態
に
つ
い
て
―
近
世
以
降
創
立
・

再
興
し
た
公
家
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
建
築
史
学
』
四
五
、
二
〇
〇
五
年
）

松
井
輝
明
「
中
世
前
期
の
厳
島
神
社
に
お
け
る
国
衙
祭
祀
と
神
事
・
祭
礼
の
「
場
」
」

（
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
二
五
八
・
二
五
九
、
二
〇
〇
八
年
）

池
和
田
有
紀
「
『
郢
曲
相
承
次
第
』
再
考
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
六
一
、
二
〇
〇
九
年
）

渡
辺
滋
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
古
代
史
料
に
関
す
る
書
誌
的
検
討
」
（
『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
三
、
二
〇
〇
九
年
Ａ
）

渡
辺
滋
「
『
執
政
所
抄
』
の
成
立
と
伝
来
に
つ
い
て
―
院
政
期
摂
関
家
の
家
政
運
営
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
関
す
る
検
討
―
」
（
田
島
公
編
『
禁
裏
公
家
文
庫
研
究 

三
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
九
年
Ｂ
）

遠
藤
基
郎
「
「
外
記
の
家
」
の
年
中
行
事
書
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

五
〇
、
二
〇
一
〇
年
）

鍛
冶
宏
介
編
『
「
大
日
本
史
編
纂
記
録
」
目
録
』
（
目
録
学
の
構
築
と
古
典
学
の
再
生

（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）
二
〇
一
一
年
）

伴
瀬
明
美
「
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
古
文
書
目
録
』(

『
藤
波
家
蔵
文
書
記
録
目
録
』)

」

（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
一
三
年
）

渡
辺
滋
「
広
橋
兼
秀
の
有
職
研
究
―
中
世
貴
族
社
会
に
お
け
る
「
揚
名
介
」
認
識
の
一
例

と
し
て
―
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
〇
、
二
〇
一
五
年
）

瀬
戸
一
樹
「
安
芸
国
に
お
け
る
国
衙
祭
祀
の
一
考
察
―
一
宮
厳
島
神
社
の
初
申
祭
を
通
し

て
―
」
（
『
神
道
史
研
究
』
六
四
―
二
、
二
〇
一
六
年
）

橋
口
侯
之
介
「
中
世
の
本
の
売
買
」
『
江
戸
の
古
本
屋
―
近
世
書
肆
の
し
ご
と
―
』
平
凡

社
、
二
〇
一
八
年

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
目
録
』
（
同
館
、
二
〇
一
九

年
）

喜
多
泰
史
「
広
橋
家
と
広
橋
家
資
料
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
広
橋
家
旧
蔵
記
録

文
書
典
籍
類
目
録
』
同
館
、
二
〇
一
九
年
）

小
川
剛
生
「
年
中
行
事
秘
抄
」
（
築
島
裕
ほ
か
編
『
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中

世
篇
一
五 

国
史
・
古
記
録
・
寺
誌
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
三
年
）

【
影
印
・
複
製
】

育
徳
財
団
編
『
尊
経
閣
叢
刊 

年
中
行
事
秘
抄
』
（
同
財
団
、
一
九
三
一
年
）

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
小
野
宮
故
実
旧
例
・
年
中
行
事
秘
抄
』
（
八
木
書
店
、

二
〇
一
三
年
）

築
島
裕
ほ
か
編
『
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
篇
一
五 

国
史
・
古
記
録
・
寺

誌
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
三
年
）
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古写本から見た『年中行事秘抄』の史料性 
－原本調査の成果を中心として－

渡　辺　　　滋

　古代後期に成立した代表的な年中行事書『年中行事秘抄』をめぐっ
ては、多くの研究がある。しかし成立やその後の変遷など主要な論点
をめぐっては、論者ごとに意見が分かれ、定説を見ない状況が続いて
いる。そこで本論文ではそうした研究の現状を改善するため、主な古
写本を対象とした原本調査を行い、その成果を前提として、本史料の
性格について各種の方向から分析を加える。

キーワード：年中行事秘抄・年中行事書・史料の伝来・古写本

The historical nature of “Nenchu-Gyoji-Hisho” as seen from old 
manuscripts : Focusing on the results of the original manuscript 
investigation

WATANABE Shigeru

There are many studies on the "Nenchu-Gyoji -Hisho,"  a 
representative book on annual events established in late antiquity. 
However, opinions on the main issues, such as its establishment and 
subsequent changes, have been divided among the scholars, and 
there are still no settled theories. In order to improve the current 
state of the research, this paper will analyze the character of this 
document from various perspectives based on the results of the 
original research on the main manuscripts.

Nenchu-Gyoji-Hisyo・Annual event books・historical documents・
old manuscripts


